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（別紙） 

業務実績等報告書様式 1－1－3 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表 

中期計画（中期目標） 年度評価 項目別 

調書№ 

備考 

 

 中期計画（中期目標） 年度評価 項目別

調書№ 

備考 

  28 

年度 

29 

年度 

30 

年度 

元 

年度 

2 

年度 

  28 

年度 

29 

年度 

30 

年度 

元 

年度 

2 

年度 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 

 (1) 海技教育の実施 － － B B B     業務体制の確立 B B B B B Ⅱ－(1)  

 養成定員と養成課程 B B B B B Ⅰ－(1)    業務運営の効率化 B B B B B Ⅱ－(2)  

カリキュラムの見直し B B B B B Ⅰ－(1)    調達方法の見直し B B B B B Ⅱ－(3)  

リソースの相互活用 B B B B B Ⅰ－(1)    人件費の管理 B B B B B Ⅱ－(4)  

就職率 A○ A○ A○ A○ A○ Ⅰ－(1)    情報化・電子化の取組 B B B B B Ⅱ－(5)  

合格率 A A B B B Ⅰ－(1)            

海運業界との連携 B A A A A Ⅰ－(1)            

航海訓練の実施 B B B B B Ⅰ－(1)   Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

実務教育の実施 A B A A A Ⅰ－(1)    自己収入 B B B B B Ⅲ－(1)  

(2) 研究の実施 － － B A B     保有資産の検証・見直し B B B B B Ⅲ－(2)  

 研究体制、件数 B C B A B Ⅰ－(2)    業務達成基準による収益化 B B B B B Ⅲ－(3)  

受託研究等の実績 B C B A A Ⅰ－(2)    予算、収支計画、資金計画 B B B B B Ⅲ－(4)  

研究成果の発表・活用実績 B B B A B Ⅰ－(2)    短期借入金 － － － － － Ⅲ－(5)  

(3) 成果の普及・活用促進 － － B B B     重要財産の処分 － － － － － Ⅲ－(6)  

 国内外の活動実績、研修員受入 B B B B B Ⅰ－(3)    剰余金の使途 － － － － － Ⅲ－(7)  

人材確保、入学者確保の実績 B B B B B Ⅰ－(3)            

海事広報の実績 A A B A A Ⅰ－(3)   Ⅳ．その他の事項  

          施設・設備の整備 B B B B B Ⅳ－(1)  

          人事に関する計画 B B B B B Ⅳ－(2)  

          積立金の使途  B B B B B Ⅳ－(3)  

          内部統制の強化 B C C C B Ⅳ－(4)  

          ガバナンス強化 B B B C B Ⅳ－(5)  

          情報セキュリティ対策 B B B B B Ⅳ－(6)  

※重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 

難易度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。  
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業務実績等報告書様式 1－1－4－1 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―（1） 海技教育の実施 

業務に関連する政策・

施策 

 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人海技教育機構法 第十一条 第一項 第一号 

独立行政法人海技教育機構法 第十一条 第二項 

当該項目の重要度、難

易度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

2．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間

最終年度値等） 

28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度   28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 

養成定員 
（ 四 級 海 技

士） 

－ 380 名 390 名 390 名 390 名 390 名 390 名 
 予算額（千円） 

6,677,049 6,673,996 6,825,939 6,728,411 6,647,981 

就職率 

（計画値） 

本科 

95％以上 

 

75％以上 

 

95％以上 

 

95％以上 

 

95％以上 

 

95％以上 

 

95％以上 

 決算額（千円） 
6,847,960 7,212,297 7,283,484 7,030,173 7,204,647 

就職率 

（実績値） 

   

98.2％ 

 

96.5％ 

 

98.4％ 

 

98.2％ 

 

96.9％ 

 経常費用（千円） 

6,681,888 6,844,208 6,976,567 6,809,788 6,590,697 

達成度   103.4％ 101.6％ 103.6％ 103.4％ 102.0%  経常利益（千円） 4,456 △37,844 30,751    146,752 197,894 

就職率 

（計画値） 

専修科 

95％以上 

 

90％以上 

 

95％以上 

 

95％以上 

 

95％以上 

 

95％以上 

 

95％以上 

 行政サービス実施

コスト（千円） 
7,796,413 7,532,536 10,103,492 ― ― 

就職率 

（実績値） 

   

100.0％ 

 

99.6％ 

 

99.1％ 

 

99.5％ 

 

99.6% 

  行政コスト(千円) 
― ― ― 10,191,970 7,014,784 

達成度   105.3％ 104.8％ 104.3％ 104.7％ 104.8%  従事人員数 596 595 591 581 579 

就職率 

（計画値） 

海上技術コ

ース 

95％以上 

 

 

90％以上 

 

 

95％以上 

 

 

95％以上 

 

 

95％以上 

 

 

95％以上 

 

 

95％以上 

       

就職率 

（実績値） 

   

100.0％ 

 

100.0％ 

 

100.0％ 

 

100.0％ 

 

100.0% 

       

達成度   105.3％ 105.3％ 105.3％ 105.3％ 105.3%        

合格率 

（計画値） 

本科 

80％以上 

 

75％以上 

 

80％以上 

 

80％以上 

 

80％以上 

 

80％以上 

 

80％以上 

       

合格率 

（実績値） 

  

 

 

79.8％ 

 

88.8％ 

 

93.2％ 

 

86.7％ 

 

65.8% 

       

達成度   99.8％ 111.0％ 116.5％ 108.4％ 82.3%        

合格率 

（計画値） 

専修科 

95％以上 

 

90％以上 

 

95％以上 

 

95％以上 

 

95％以上 

 

95％以上 

 

95％以上 

       

合格率 

（実績値） 

   

100.0％ 

 

99.2％ 

 

94.5％ 

 

96.6％ 

 

100.0% 

       

達成度   105.3％ 104.4％ 99.5％ 101.7％ 105.3%        

合格率 

（計画値） 

海上技術コ

ース 

95％以上 

 

 

90％以上 

 

 

95％以上 

 

 

95％以上 

 

 

95％以上 

 

 

95％以上 

 

 

95％以上 

       

合格率 

（実績値） 

   

100.0％ 

 

100.0％ 

 

100.0％ 

 

95.8％ 

 

100.0% 

       

達成度   105.3％ 105.3％ 105.3％ 100.8％ 105.3%        
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意見交換会 

（計画値） 

期間中 

375 回程度 
－ 

 

75 回程度 

 

75 回程度 

 

75 回程度 

 

75 回程度 

 

75 回程度 

       

意見交換会 

（実績値） 

   

86 回 

 

94 回 

 

90 回 

 

79 回 

 

71 回 

       

達成度   114.7％ 125.3% 120.0% 105.3％ 94.7%        

連絡会議 

（計画値） 

期間中 

5 回程度 
－ 

 

1 回程度 

 

1 回程度 

 

1 回程度 

 

1 回程度 

 

1 回程度 

       

連絡会議 

（実績値） 

   

1 回 

 

1 回 

 

1 回 

 

1 回 

 

1 回 

       

達成度   100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0%        

視察会評価 

（計画値） 

肯定的評価 

80％以上 
－ 

 

80％以上 

 

80％以上 

 

80％以上 

 

80％以上 

 

80％以上 

       

視察会評価 

（実績値） 

   

95.0％ 

 

92.7％ 

 

94.2％ 

 

90.8％ 

 

83.3% 

       

達成度   118.8％ 115.9％ 117.8％ 113.5％ 104.1%        

受講者評価 

（計画値） 

肯定的評価 

80％以上 
－ 

 

80％以上 

 

80％以上 

 

80％以上 

 

80％以上 

 

80％以上 

       

受講者評価 

（実績値） 

   

98.8％ 

 

95.1％ 

 

97.6％ 

 

99.0％ 

 

100.0% 

       

達成度   123.5％ 118.9％ 122.0％ 123.8％ 125.0%        
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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3．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 1．海技教育の実施 

「独立行政法人海

技教育機構法」（平

成 11 年法律第 214

号。以下「機構法」

という。）第 11 条第

1 項第 1 号に基づ

き、船員となろうと

する者及び船員に対

し、船舶の運航に関

する学術及び技能を

教授し、並びに航海

訓練を実施する。 

また、「機構法」

第 11条第 2項に基づ

き、「国際航海船舶

及び国際港湾施設の

保安の確保等に関す

る法律」（平成 16 年

法律第31号）第 8条

第 2 項の規定による

同条第 1 項の講習の

実施に関する業務を

行う。 

海技教育の実施に

当っては、国際条約

に的確に対応すると

ともに、船員教育機

関及び海運業界と連

携してのニーズの一

層の精査や、これら

関係者と交えて検討

する国の施策に沿っ

て、必要とされる教

育を効果的・効率的

に行えるよう、教育

体制を見直し、海技

教育全般の質的向上

を図る。 

（1）海技教育の実施

「独立行政法人海技

教育機構法」（平成 11

年法律第214号。以下

「機構法」という。）

第 11 条第 1 項に基づ

き、「船員となろうと

する者に対する教

育」（資格教育）及び

「船員に対する教

育」（実務教育）を実

施する。 

 

また、「機構法」第

11 条第 2 項に基づ

き、「国際航海船舶及

び国際港湾施設の保

安の確保等に関する

法律」（平成16年法律

第 31 号）第 8 条第 2

項の規定による同条

第 1項の講習の実施に

関する業務を行う。 

海技教育の実施に

当たっては、国が設

置する検討会におけ

る検討結果を踏ま

え、船員政策と整合

を図った養成規模

等、全体の見通しを

定めつつ、海技教育

に求められる教育を

効果的・効率的に行

う。 

 

（1）海技教育の実施

「独立行政法人海技

教育機構法」（平成 11

年法律第 214 号。以

下「機構法」とい

う。）第 11条第1項に

基づき、「船員となろ

うとする者に対する

教育」（資格教育）及

び「船員に対する教

育」（実務教育）を実

施する。 

 

また、機構法第 11

条第 2 項に基づき、

「国際航海船舶及び

国際港湾施設の保安

の確保等に関る法

律」（平成 16 年法律

第 31 号）第 8 条第 2

項の規定による同条

第 1 項の講習の実施

に関する業務を行

う。 

 

海技教育の実施に

当たっては、国が設

置する検討会におけ

る検討結果を踏ま

え、船員政策と整合

を図った養成規模

等、全体の見通しを

定めつつ、海技教育

に求められる教育を

効果的・効率的に行

う。 

  【海技教育の実施 評定：B】 

 
 
【細分化した項目評定の算術平均】 

 

（A4 点×2 項目＋A4 点×1 項目×2＋

B3点×5項目）÷（8項目＋１項目）

＝3.4 

 

・算術平均に最も近い評定は「B」

評定である。 

・評定毎の点数を、S:5 点,A:4 点, 

B:3 点, C:2 点, D:1 点とし、重要度

の高い項目は加重を 2 倍として算

定。 

 
 
 

 

  

（1）船員となろう
とする者に対する教
育 

① 機構における資格
教育 

(a)養成定員と養成課
程 

船員養成事業にお
いては、三級海技士
から六級海技士まで
の新人船員の養成を
行うものとし、とり
わけ、国内最大の内

 
船員となろうとする
者に対する教育 

 

ア 機構における資格
教育 

a）養成定員 

海技課程本科（以
下「本科」という。）
及び海技課程専修科
（以下「専修科」と
いう。）の資格教育に
ついては、期首の定
員を 390 名とし、海

 

①船員になろうとする
者に対する教育 

 

 ア 資格教育 

 

 a）養成定員 

海技課程本科（以
下「本科」という。）
及び海技課程専修科
（以下「専修科」と
いう。）の資格教育に
ついては、本年度の
定員を 390 名とし、

＜主な定量的指標＞ 

養成定員 

 本科及び専修科を
390 名、海上技術コ
ースを 40 名とする。 

 

＜評価の視点＞ 

・養成定員及び養成
課程の見直しを検討
したか。 

＜主要な業務実績＞ 

①船員になろうとする者に対する教育 

 

 

ア 資格教育 

 

a） 養成定員 

・船員の高齢化の進展による船員不足を背景
とした求人数の増加や入学の応募倍率の変
化等及び国の船員政策の動向を見極め、R2

年度は、養成定員を据え置き合計 390 名
（本科 140 名、専修科 250 名）とし、海上
技術コース（海技大学校）定員は 40 名と
した。 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

次の実績により年度計画（指

標含む）を達成したことから、

自己評価を B 評定とした。 

 

・限られた予算・人員の中、独

立行政法人移行後、最大とな

る定員（機構学生・生徒, 390

名）を適切に維持した。 

 

・養成定員について、検討会

（船員養成の改革に関する検
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航船員の供給を担っ
ている四級海技士養
成課程（本科及び専
修科）については、
期首の定員を 390 名
とする。 

新人船員の養成定
員及び課程について
は、社会情勢の変化
に応じて、船員教育
機関及び海運業界等
の関係者による検討
結果を踏まえ、期間
中に見直すものとす
る。 

 

技専攻課程海上技術
コース（以下「海上
技術コース」とい
う。）の資格教育につ
いては、期首の定員
を 40 名とする。 

なお、期間中にお
いて、海運業界の需
要、少子化の進展等
を踏まえ定員を見直
す。 

 

b）養成課程 

三級海技士養成課
程及び四級海技士養
成課程について、海
運業界の需要等を踏
まえ、期間中に見直
しを行う。 

 

海技課程海上技術コ
ース（以下「海上技
術コース」という。）
の資格教育について
は、本年度の定員を 

40 名とする。 

なお、学校の体制
の議論や海運業界の
需要状況を見なが
ら、定員の見直しを
検討する。 

 

b）養成課程 

ⅰ）四級海技士養成
課程について、本科
の段階的な専修科へ
の移行及び専修科の
航海・機関それぞれ
の専科教育に移行す
ることを検討する。 
 なお、令和 3 年度
開校予定の航海専科
校の開校準備を行
う。 
ⅱ）三級海技士養成
課程について、海運
業界のニーズ、少子
化の進展を踏まえ、
入学者を多方面から
確保するよう、海上
技術コース等の見直
しを検討する。 

・国土交通省に設置された「船員養成の改革
に関する検討会」(以下「検討会」という) 

のとりまとめ公表を受け、海上技術学校の
短大化及び航海・機関両用教育から専科教
育への移行、更にはこれらの施策効果をよ
り高めていくため、一部の学校で特色のあ
る教育内容に特化することや、養成定員の
段階的な拡大について検討を開始した。 

 

 

 

 

b）養成課程 

ⅰ） 
・四級海技士養成課程は、検討会とりまとめ
の「海技教育機構の教育内容の高度化、学
校の体制等」を踏まえ、小樽海上技術学校
を、航海科専科教育を行う短期大学校へ移
行するべく準備を進め、令和 3 年度から開
校することとした。また、その他の海上技
術学校についても、短大化及び航海・機関
両用教育から専科教育への移行、更にはこ
れらの施策効果をより高めていくため、一
部の学校で特色のある教育内容に特化する
など、新たな工夫について引き続き検討を
行った。 

・検討会には、機構から委員 2 名が参加し、
船員養成のあり方等について 6 回（内航部
会と外航部会の 2 回を含む）にわたる審議
に参加した。 

ⅱ） 
・三級海技士養成課程は、検討会とりまとめ
の「三級海技士養成課程の入学条件を拡
大」を踏まえ、検討を開始した。 

 

【添付資料 1 養成定員等の推移】 

 

討会）へ参画、そのとりまと

めを踏まえて段階的拡大を検

討した。 

 

・養成課程について、学校体制

の検討及び新体制への移行準

備を実施した。 

 

・三級海技士養成課程の入学条

件拡大について検討を実施し

た。 

 

  

(b)座学教育と航海訓

練の一体的実施 

統合により学校に

おける座学教育と練

習船による航海訓練

を一体的に実施でき

る体制となったこと

を活かし、教育内容

の高度化を図るた

め、座学と実習カリ

キュラムの効果的な

運用による一貫教育

の実施、また施設・

設備等の一体的運用

による教育訓練の充

実に取り組む。 

併せて、海運業界

が求める船員に不可

欠とされる資質の涵

養の強化を図る。 

 

c）座学教育と航海訓

練の一体的実施 

学校における座学教

育と練習船における

航海訓練について、

教育内容の高度化と

ともに、海上勤務の

特殊性を背景とした

資質の涵養を図るた

め、次の取組を行

う。 

 

ⅰ）座学教育と航海

訓練の連携による効

率的・効果的な教育

を実施するため、現

行の養成課程に関す

るカリキュラムを平

成 29 年度を目標に一

貫性のあるものに見

 

ｃ）座学教育と航海

訓練の一体的実施 

 学校における座学教

育と練習船における

航海訓練について、

教育内容の高度化と

ともに、海上勤務の

特殊性を背景とした

資質の涵養を図るた

め、次の取組を行

う。 

 

ⅰ）一貫性のあるカ

リキュラムの運用に

より、座学教育と航

海訓練の連携による

効率的・効果的な教

育を実施する。 

航海訓練の実施に

当たっては、平成 30

＜評価の視点＞ 

1）一貫性のあるカリ

キュラムへ見直しを

完了したか。 

2）統一資質規準シス

テム（QMS）と運用

マニュアルの見直し

を行ったか。 

 

＜主要な業務実績＞ 

c）座学教育と航海訓練の一体的実施 

ⅰ）カリキュラムの見直し 

・見直しを完了した一貫性を有するカリキュ

ラムに基づき、座学教育と航海訓練連携に

よる効率的・効果的な教育・訓練を実施し

た。年度計画に対応する実施内容は次のと

おり。 

 

〇帆走訓練再開について 

・コロナ禍、国交省海事局より示された乗船

履歴等の代替措置に則り、練習船における

航海訓練の一部を在宅による課題学習等と

して措置した。この実現に際しては、座学

教育と航海訓練の連携が不可欠であり、練

習船問題集や補助教材の活用を図り、機構

本部、学校教員及び練習船教官が相互に連

携を図り、対象者全てに対して適切な乗船

履歴付与を実現した。 

・帆走訓練再開に向けた検討打合せを 4 回実

施した。また、高所からの救助方法（宙づ

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

次の実績により年度計画を達

成したことから、自己評価を B

評定とした。 

 

・一貫性を有するカリキュラム

への見直し及び統一資質基準

マニュアルの見直しを完了

し、年度計画に示す実績を上

げた。 

 

・実習生の安全・安心の確保を

最優先として、事故（日本丸

関係）の再発防止に向けて適

切に取り組んだ。 

 

・専科教育移行等に対応したカ

リキュラム見直しについて適

切に取り組んだ。 
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 直すとともに、国が

設置する検討会にお

ける検討結果等を踏

まえ必要な見直しを

行う。また、資質基

準システム（QMS）

を一体的に運用し、

期間中に定着を図

る。 

 

年度に発生した練習

船「日本丸」の事故

に関し、中断してい

た帆走訓練を再開

し、「帆走訓練安全対

策検証委員会」の承

認を得た『操帆・帆

走訓練マニュアル』

に基づき、実習生の

安全・安心の確保を

最優先に事故の 再発

防止に適切に取り組

む。また、見直した

資質基準システム

（QMS）の運用を定

着させる。なお、令

和 3 年度開校予定の

航海専科校に対応し

たカリキュラムを作

成する。 

 

り者を想定）について、海王丸での試行・

検討を踏まえた「高所救助マニュアル」を

作成した。 

 

〇資質基準システム（QMS）運用について 

・本部 QMS 内部監査結果及び三課（教務

課・教育研究課・実習訓練課）連絡会を通

じて改訂内容を審議し、資質基準システム

（ QMS）運用マニュアルを改訂した

（R3.4 月）。 

・令和元年度 QMS マネージメントレビュー

（学校部会）で定めた教育訓練目標につい

て、令和 2 年に発生した唐津校事案を受け

「内部統制の充実・強化」を改定し、各校

に周知、運用した。 

・ 期 間 を 通 し て 、 資質 基 準 シ ス テ ム

（QMS）運用マニュアルに沿って、適切

に運用した。 

 

〇航海専科校カリキュラムについて 

・座学課程について、昨年度策定した必修科

目に続き、選択科目等のカリキュラム策定

を進め、学習指導要領（航海専科）を新規

に作成した。また、新教科書「機関概要」

について他教科書の改訂・増刷に合わせ初

版を発行した。 

・練習船訓練課程について、航海専科校用の

カリキュラムを新規に作成した。 

・省令改正（国交省）に対応して、機構業務

方法書を改定し、航海専科校開校に要する

必要な規定を整備した。 

 

 

ⅱ）リソース（教

材、設備、教員）の

有効活用を図るた

め、平成 29 年度まで

に教材の統一的使

用、施設・設備の相

互活用及び教育手法

の共有方法について

検討し、速やかに実

施する。 

 

ⅱ）リソース（教

材、設備、教員）の

有効活用を図るた

め、教材の統一的使

用、施設・設備の相

互活用を実施すると

ともに教育手法の共

有化について検証を

行う。 

＜評価の視点＞ 

・現有教材の統一的

仕様、現有施設・設

備の相互活用、教育

手法の共有方法につ

いて検討、実施した

か。 

＜主要な業務実績＞ 

ⅱ）組織における教材、設備、教員の有効活

用を次のとおり図った。 

(1) 教材 

・学校と練習船の教材について「海技教育機

構ポータルサイト」* の見直し計画に合わ

せて、共有教材・参考資料を公開できるよ

う準備を進めた。 

・新替時期に伴い不要となる日本丸保管のフ

ルハーネス及びランヤード 16 本を、館山

校に教材として譲渡するよう調整を図っ

た。 

・新替に伴い不要となる青雲丸保有救命筏

（R3.3 月）のうち 2台を、教材として希望

する清水校に譲渡するよう調整を図った。 

 

*機構本部及び各校・練習船の情報を一元

的に検索・閲覧できるイントラネット。 

 

 (2)施設・設備 

・海技大学校において「ECDIS 訓練の講師

研修」を学校教育部教員に対して実施し

た。また、海上技術短期大学校においての

ECDIS 訓練開始に向け、教材、指導方法

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

次の実績により年度計画を達

成したことから、自己評価を B

評定とした。 

 

・以下に示す計画（リソース活

用）の実行には、全般的にコ

ロナ禍による影響を受けた

が、年度計画を達成した。 

 

・教材について、これまで海技

士国家試験（口述）対策とし

て学校と練習船間にて共有

し、有効活用を図った。ま

た、教材の均一化・効率化

や、遠隔授業に向けた活用を

図れるよう検討を開始した。 

 

・施設・設備について、学生・

生徒の練習船訪船活動や、教

員乗船研修は、コロナ禍の乗

船実習への悪影響を考慮し
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などの情報共有を行った。 

・学校では、感染症対策を行った上で授業や

講習を 6 月から再開した。講習規模は縮小

したものの、リソースを有効に活用して実

施した。 

・コロナ禍、授業や講習を適切に実施できる

よう、遠隔授業などを通じてリソースの有

効活用をより図れるよう検討を開始した。 

 

(3) 教員 

・例年、学校教員の練習船乗船研修を実施し

ているが、感染症防止対策を講じた実習訓

練を最優先する観点から中止した。 

・採用後に練習船職員として海上勤務実歴を

付けた後、適性・希望等により職種を決定

する共通採用（練習船職員、海上技術学校

教員、海上技術短期大学校教員、海技大学

校助教のうちいずれかに配属）を開始し

た。この取組により、教官 8 名（航海科 4

名、機関科 4 名）を新規採用した。 

 

て、適切に中止を判断した。

一方、海技大学校では、学校

教員及び練習船職員を対象と

する ECDIS 講習や STCW 基

本訓練等の研修を実施し、海

技士に要する資格を取得させ

た。 

 

 

・教員について「共通採用」に

より新規採用を実現した。 

 

 

 

ⅲ）関係団体等の協

力を得て、海運業界

の社会的な意義や役

割、業務形態の理解

を促進し、海事関連

企業への就職率を、

中期計画期間の各年

度とも、本科、専修

科及び海上技術コー

スのいずれも 95％以

上とする。 

 

ⅲ）関係団体等の協

力を得て、海運業界

の社会的な意義や役

割、業務形態の理解

を促進し、海事関連

企業への就職率を、

本科、専修科及び海

上技術コースのいず

れも  95％以上とす

る。 

＜主な定量的指標＞ 

・本科、専修科及び

海上技術コースのい

ずれも 95％以上とす

る。 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

ⅲ）海事関連企業への就職率は、95％以上の

高い実績を維持した。 

 

 ○本科 ：      96.9％  

 ○専修科：      99.6％ 

 ○海上技術コース：   100.0％ 

 

・入学当初から就職に係る意識付け・指導と

して、就職先（船種）希望調査、海技者セ

ミナー及び就職説明会への参加指導、面接

試験応対方法や求人票の見方、履歴書の書

き方など、就職指導を積極的に実施した。 

・就職活動支援について、自宅待機（コロナ

禍）を余儀なくされた学生・生徒に対し

て、電子メールによる情報展開、個別相

談、エントリーシート作成及び面接要領に

係る指導を実施した。 

・求人依頼及び就職に関する情報交換を目的

として、海事関連企業への訪問（33 社）、

海事関連企業からの学校訪問（119 社）を

コロナ禍においても企業の理解を得ながら

実施すると共にオンラインを活用した会社

説明会等も実施した。 

 

【添付資料 2 海事関連企業等への就職率】 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

 

 重要度及び難易度共に高い指

標（年度計画）を掲げる本項目

について、次の実績により年度

計画を達成した。加えて、独法

評価指針（定量的指標の達成度

100％以上、かつ困難度高）に

照らして、自己評価を A 評定と

した。 

 

・対面での就職指導や会社説明

会等が困難な状況下、オンラ

インを活用した指導・説明会

等を展開したこと。企業や練

習船と相互調整（初めての手

法、日程調整、機器準備等）

を図り、企業面接をオンライ

ンを併用して実現したこと。

これらにより、高い就職率を

維持して、目標値（年度計画

の指標）を達成した。 

 

・達成度（就職率）は、本科

102.0％、専修科 104.8％及び

海上技術コース 105.3％であ

ること、及び、影響を強く受

けたコロナ禍においても、年

度計画に示す困難度の高い指

標（目標値、年度計画）を適

切に実現した。 
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ⅳ）内航船員養成教

育訓練プログラムの

着実な実施、知識・

技能の定着を目的と

した適切なフォロー

アップにより教育効

果を高め、海技士国

家試験合格率を中期

計画期間の各年度と

も、全員が航海また

は機関のいずれかに

合格することを目指

すこととし、航海・

機関の両方の合格率

については、本科に

おいては 80％以上、

専修科及び海上技術

コースにおいては

95％以上とする。 

 

ⅳ）一貫性のあるカ

リキュラムの着実な

実施、補講、模擬試

験、個別指導に加

え、学力レベル別の

学習指導など適切な

フォローアップによ

り教育効果を高め、

全員が航海または機

関いずれかの試験に

合格することを目指

すこととし、航海・

機関の両方の合格率

については、本科に

おいては 80％、専修

科及び海上技術コー

スにおいては 95％以

上とする。 

＜主な定量的指標＞ 

・航海・機関の両方

の合格率 

本科  

80％以上 

専修科 

95％以上 

海上技術コース 

95％以上 

・全員が航海・機関

のいずれかに合格す

ることを目指す。 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

ⅳ）海技士国家試験合格率は次のとおり。 

 ○ 本科 ：       65.8％ 

 ○ 専修科：     100.0％ 

 ○ 海上技術コース： 100.0％ 

 

・本科及び専修科の航海・機関いずれかの合

格率は 94.7％（338 名/357 名中）であっ

た。 

 

・各校において口述試験に備えた補講等の自

主講座、模擬試験及び個別指導の実施に加

え、学生へ航海・機関に関する作成教材を

提供した。また、卒業生（昨年度口述試験

受験者）から 10 名を選出し、口述試験に

おける学校での指導法、口述試験対策問題

集の内容、ボリューム、学生自身の当時学

習状況についてインタビューを行い、今年

度の指導方法に反映するなど、きめ細かい

指導を実施した。 

・本科生合格率が目標（指標）値を下回った

原因には、例年実施する口述試験対策の指

導時間（下船後から受験日程まで）を十分

確保できなかったことが挙げられる。  

 

【添付資料 3 海技士国家試験の合格実績】 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

年度計画（指標含む）に係る

次の実績を総合的に判断して、

自己評価を B 評定とした。 

 

・補講等の自主講座及び個別指

導に加え、定期的に実力試験

を行うことで、学力レベルに

応じた学習指導を実施するな

ど、きめ細かな指導を実施し

た。 

 

・口述試験を想定した面接指

導、模擬試験、試験対応の指

導を実施した。 

 

・コロナ禍、例年と比較して受

験準備期間が短縮される状況

であったが、上記の取組によ

り以下の合格率実績を得た。 

○本科（航海・機関両方）：

65.8％。 

○専修科及び海上技術コース 

（航海・機関両方）：100％。 

○本科及び専修科（航海・機関

いずれか）：94.7％。 

 

 

  

(c)海運業界との連携 

海運業界や船員教

育機関等との意見交

換会等を通じて、海

運業界のニーズを的

確に把握するととも

に、相互の連携を強

化することにより、

教育の質を向上させ

る。 

 

d）海運業界との連携 

海運業界のニーズを

的確に把握し、船員

教育の質向上を図る

ため、意見交換会や

海運業界等による学

生への説明会等を期

間中に375回程度開催

する。 

 

d）海運業界との連携 

 海運業界のニーズを

的確に把握し、船員

教育の質を向上させ

るため、意見交換会

や海運業界等による

学生への説明会等を

75 回程度開催するな

ど、海運業界との連

携を図る。 

＜主な定量的指標＞ 

・意見交換会や海運

業界等による生徒・

学生への説明会等を

75 回程度開催する。 

 

＜主要な業務実績＞ 

d）海運業界との連携 

・海運業界ニーズを的確に把握し、船員教育

の質向上を図るため意見交換会等（日本船

主協会、全国内航タンカー海運組合、及び

各地の船員対策連絡協議会等）を 23 回実

施し、海運業界の概況、若手船員の確保等

の現状及び船員に求める気質・人物像など

について理解を深め、教育・訓練に反映さ

せた。 

・生徒・学生への説明会等（地方運輸局、海

運業界等）を 48 回開催した。生徒・学生

は海運業界の諸説明に対して活発な質疑応

答を行い、船員業務内容の理解を深め、就

職及び勉学への意欲等を高める動機付けと

なり、就職率、合格率の目標達成に関係す

る重要な取組となった。 

・コロナ禍で実施困難な状況も見受けられた

が意見交換会や海運業界等による生徒・学

生への説明会等を 71 回開催した。 

 

・会合形式の企業等との意見交換会が自粛

（コロナ禍）される中、電子メールを活用

して「求人への影響」「船員充足のビジョ

ン」「若手の退職理由」等について意見交

換を実施した。 

・内航総連及び海技教育財団の協力を得て、

＜評定と根拠＞ 

評定： A 

 

年度計画（指標含む）に係る

次の実績を総合的に判断して、

自己評価をＡ評定とした。 

 

・コロナ禍で、海運業界ニーズ

の的確な把握を対面で実施で

きない中、オンラインに因る

手法を業界、学校、練習船の

協力により確立し、意見交換

会を 23 回実施した。 

・生徒・学生への説明会を 48回

実施した。 

・指標（年度計画）に対する達

成度は 94.7%（実績 71 回/75

回）であったが、コロナ禍に

より実施計画の全てを中止せ

ざるを得ない国内環境下、7

月以降はオンラインを活用し

て積極的に実施し、確実に実

績を上げた。 

・独法評価指針 p.6：「予測し難

い外部要因により業務が実施

できない場合」を考慮した。 
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オンラインによる企業説明会を実施した。

宮古校・清水校の参加（8 月期 8 名）を皮

切りに、全 7 校 363 名の生徒・学生（9 月

期）が、船社11社から船社情報を幅広く聴

講し、企業説明会に参加した。 

・海技者セミナーに代わる「オンライン説明

会」を機構本部主催で実施した。参加船社

は 21 社、延べ参加人数は 747 名。 

 

【添付資料 4 海運業界等との連携（意見交

換会等）】 

 

  
②他の教育機関から
受託する航海訓練の
実施 

学生の練習船への
配乗に際し、その中
立・公平性を確保し
つつ、養成目的及び
関係法令の要件に基
づき効果的・効率的
に航海訓練を実施す
る。 

また、国際条約の
改正等に的確に対応
し、船員教育機関及
び海運業界と連携し
て、船舶運航に関す
る基礎知識と実践的
な技能を確実に習得
させる。さらに、海
技資格に必要な講習
の実施について、国
内法の改正動向に合
わせ、関係機関と協
力して実施する。 

 

 

イ 他の教育機関から
受託する航海訓練 

 

a）航海訓練の中立
性・公平性の確保 

航 海 訓 練 の 中 立
性・公平性を図るた
め、船員教育機関等
との連携を強化し、
期間中 5回程度の連絡
会議を開催する。 

 

b）航海訓練の充実 

ⅰ）他の船員教育機
関から受託する航海
訓 練 に つ い て 、
「STCW 条約」に即
した訓練を展開する
とともに、船舶運航
に関する基礎知識と
実践的な技能を確実
に習得させるため、
船社等を対象とした
視察会で得られた業
界ニーズを踏まえ、
期間中に訓練内容、
手法の必要な見直し
を行う。また、視察
会参加者に対するア
ンケートで 80％以上
の肯定的な評価を得
る。 

 

 

ⅱ）社船実習制度に
関して、訓練内容の
充実・強化を図るた
め、船社と連携し社
船と練習船の役割分
担について必要な見
直しを行う。 

 

 

 

 

 

イ 他の教育機関から
受託する航海訓練 

 

a）航海訓練の中立
性・公平性の確保  

航 海 訓 練 の 中 立
性・公平性を図るた
め、船員教育機関等
との連携を強化し、
連絡会議を 1 回程度
実施する。 

 

b）航海訓練の充実 

ⅰ）他の船員教育機
関から受託する航海
訓 練 に つ い て 、
「STCW 条約」に即
した訓練を展開し、
船舶運航に関する基
礎知識と実践的な技
能を確実に習得させ
るとともに、船社等
を対象とした視察会
で得られた業界ニー
ズを踏まえ、訓練内
容、手法の点検を行
う。これらの取組に
ついて、視察会参加
者に対するアンケー
トで 80％以上の肯定
的な評価を得る。 

 

 

 

ⅱ）航海訓練の実施
に当たっては、平成
30 年度に発生した練
習船「日本丸」の事
故に関し、中断して
いた帆走訓練を再開
し、「帆走訓練安全対
策検証委員会」の承
認を得た『操帆・帆
走訓練マニュアル』
に基づき、実習生の

＜主な定量的指標＞ 

・航海訓練の中立
性・公平性を図るた
め、船員教育機関等
との連携を強化し、
連絡会議を１回程度
実施する。 

・船社による練習船
視察会参加者に対す
るアンケートで 80％
以上の肯定的な評価
を得る。 

 

＜評価の視点＞ 

・船社等を対象とし
た視察会で得られた
業界ニーズを踏ま
え、訓練内容、手法
の点検を行ったか。 

・社船実習制度に関
して、毎年開催され
る社船実習協議会に
参加し、練習船の訓
練において見直すべ
き事項を抽出して改
善を図ったか。 

・海技資格に必要な
登録免許講習につい
て、大学及び高等専
門学校と講習の分担
に基づき、実施した
か。 

＜主要な業務実績＞ 

イ 他の教育機関から受託する航海訓練 

a）航海訓練の中立性・公平性の確保 

・航海訓練の中立性・公平性を図るため、大
学及び高等専門学校との連絡会議（オンラ
イン）を各 1 回開催した。更に、コロナ禍
における乗船履歴代替措置等を議題とした
意見交換会（オンライン）を複数回実施
し、緊密な連携を図った。これら検討を踏
まえ中立性・公平性を担保した実習生配乗
計画（練習船）を策定した。 

 

 

b）航海訓練の充実 

ⅰ） 

・コロナ対策上、船社等を対象とした乗船を
伴う練習船視察会を中止したことから、動
画配信サービス（YouTube を指す、以下同
じ）を活用した内航海運事業者向けオンラ
イン視察会（機構主催）を実施した。視聴
を事前登録したのは 27 事業者、R3.2/26～
3/12 の期間中に 221 回視聴された。加え
て、動画視聴者を対象に意見交換会（オン
ライン）を実施し、8 事業者が参加した。 

・動画配信サービスを活用して外航海運事業
者向けオンライン視察会（機構主催）を実
施した。視聴を事前登録したのは 5 事業
者、R3.2/26～3/12 の期間中に 140 回視聴
された。加えて、動画視聴者を対象に意見
交換会（オンライン）を実施し、5 事業者
が参加した。 

・視聴後、実習環境等に関するアンケートを
実施し、83.3％（70 件/84 件）の肯定的評
価を得た。 

 

ⅱ） 

・R2.1 月海王丸において登檣訓練を再開した
が、新型コロナウイルス感染症対策のた
め、R2.4 月から帆走訓練を中断している状
況である。帆走訓練再開を視野に入れた検
討打合せを 4 回実施し、高所からの救助方
法（宙づり者を想定）について、海王丸で
の試行・検討を踏まえた「高所救助マニュ
アル」を作成した。 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

次の実績により年度計画（指
標含む）を達成したことから、
自己評価を B 評定とした。 

 

・航海訓練の中立性・公平性を
担保するため、大学及び高等
専門学校と航海訓練に関する
連絡会議を実施した。 

・外航船社、内航船社等を対象
とした練習船視察会をオンラ
インで実施し、83.3%の肯定
的評価を得た。 

・航海訓練の実施に際しては、
3 密不可避の船内において
「コロナウイルスを船上に持
ち込まないこと」を念頭とし
た「感染防止対策ガイドライ
ン」を策定、関係機関（地方
自治体や港湾関係者等）との
連携を図りつつ、感染者（陽
性者）を発生させずに実習訓
練を遂行し、乗船履歴を付与
した。 

・実習生の安全・安心の確保を
最優先として、事故（日本丸
関係）の再発防止に向けて適
切に取り組んだ。 

・社船実習制度に関して、船社
等との意見交換（社船実習協
議会）を実施した。また、社
船実習教員(研修担当者、内航
四級)に対する講習を実施し、
社船実習の効果的な実施に努
めた。 

・大学及び高等専門学校に係る
登録免許講習について、改定
したカリキュラムに基づき、
練習船にて講習を実施した。 
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ⅲ）海技資格に必要
な講習の練習船での
実施について、国内
法令の改正動向に合
わせ、平成 29 年度中
に大学・高専と練習
船の分担内容を確定
し、カリキュラムの
見直し及び講習プロ
グラムを策定する。
また、期間中に講習
内容の定着を図る。 

 

安全・安心の確保を
最優先に事故の再発
防止に適切に取り組
む。 

 

ⅲ）社船実習制度に
関して、毎年開催さ
れる社船実習協議会
に参加し、航海訓練
に関する情報の共有
を図る。その内容か
ら、練習船の訓練に
おいて見直すべき事
項を抽出して改善を
図る。 

 

 

ⅳ）海技資格に必要
な登録免許講習の練
習船での実施につい
て、大学及び高専と
協議した分担に基づ
き、講習を実施す
る。 

 

 

 

 

 

 

ⅲ） 

・社船実習協議会（外航、内航三級、内航四
級）にそれぞれ参加し、国土交通省、船員
教育機関及び社船実習実施船社等との意見
交換及び情報共有を図った。協議会等を通
じて船社からカリキュラム改訂に係る要望
はなかった。 

・社船実習(内航四級)の教員に対する研修担
当者のための講習を 1 回開催した。 

 

 

 

ⅳ） 

・海技資格に必要な登録免許講習について、
大学及び高専と協議した分担に基づき、練
習船において講習を実施した。 

 

【添付資料 5 練習船視察会アンケート結果】 

  

（2）船員に対する
教育 

海技士の免許を取
得するために必要な
講習以外の講習等に
ついては、海運業界
のニーズを踏まえた
検討を行い、年度毎
に見直す。また、技
術革新に伴い、国際
条約により求められ
る新たな技能の習得
のための講習課程を
期間中に設置する。 

水先人の養成につ
いては、関係者と連
携し安定確保に努め
るとともに、その教
育の実施に際して
は、これまでの受講
者の能力の検証・分
析結果を踏まえ、内
容の充実を図る。 

 

②船員に対する教育 

 

ア 実務教育の実施 

講習等（海技士の
免許を取得するため
に必要な講習を除
く）の実務教育につ
いて、講習受講者に
対するアンケートで
80％以上の肯定的な
評価を得るととも
に、海運業界のニー
ズを踏まえ、年度毎
に講習内容の見直し
を行う。 

 

 

 

 

イ 新たな講習の設置 

技術革新に伴い、
国際条約により規定
される新たに必要と
なる技能習得のた
め、国の政策を踏ま
え、期間中に以下の
講習課程設置に取り
組む。 

 

a）LNG 燃料船に乗
り組む船員の訓練要
件を満たす講習 

 

 

② 船員に対する教育 

 

ア 実務教育の実施 

講習等（海技士の免
許を取得するために
必要な講習を除く）
の実務教育について
は、講習受講者に対
するアンケートで 

80％以上の肯定的な
評価を得るととも
に、受講者からの意
見等を講習に反映さ
せる。また、海運業
界のニーズを踏ま
え、講習内容の見直
しを行う。 

 

 

イ 新たな講習の設置 

技術革新に伴い、
国際条約により規定
される新たに必要と
なる技能習得のため
の講習課程を実施す
るとともに、その教
育内容について検証
を行う。 

 

a）LNG 燃料船に乗
り組む船員の訓練要
件を満たす講習 

 

＜主な定量的指標＞ 

・講習受講者に対す
るアンケートについ
て、80％以上の肯定
的な評価を得る。 

 

＜評価の視点＞ 

・実務教育について
海運業界のニーズを
踏まえ、講習内容の
見直しを行ったか。 

・以下の講習課程の
開講に向けた準備を
行ったか。 

a）LNG 燃料船に乗
り組む船員の訓練要
件を満たす講習 

b）北極海航路に従事
する船に乗り組む船
員の訓練要件を満た
す講習 

・水先人教育につい
て受講者の能力検
証・分析を行い、操
船シミュレータ実習
に使用するシナリオ
等を改善したか。 

＜主要な業務実績＞ 

②船員に対する教育 

 

ア 実務教育の実施 

・実務教育について、講習受講者に対するア
ンケートで 100％の肯定的な評価を得ら
れ、教育内容が業界ニーズとマッチしてい
ることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 新たな講習の設置 

・LNG 燃料船に係る講習については、「IGF

コードの適用を受ける船舶向け基本訓練」
を３回、「IGF コードの適用を受ける船舶
向け上級訓練」を４回、「低引火点燃料補
給作業訓練」を２回実施した。 

・「極水域を運航する船舶向け基本訓練」を
１回実施した。 

・「極水域を運航する船舶向け上級訓練」開
講の検討に併せて、基本訓練の教育内容等
について検証し、変更する必要はないと判
断した。ただし、上級訓練開講後に上級訓
練内容見直しを要する場合、基本訓練の見
直しも併せて実施することとした。 

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

 

 次の実績により年度計画を達
成した。加えて、独法評価指針
（定量的指標の達成度 120％以
上）に照らして、自己評価を A

評定とした。 

 

・実務教育について、講習受講
者に対してアンケートを実
施、100％の肯定的な評価を
得た。これは、アンケート結
果から講習内容の細かな改善
を図り、着実に実施した成果
であると考えられ、今後も引
き続き、改善に努める。 

・LNG 燃料船及び極水域（北極
海及び南極海）航路に係る講
習の基本訓練を実施するとと
もに「極水域を運航する船舶
向け上級訓練」講習について
開講に向けた準備を整えた。 

・「低引火点燃料補給作業訓練」
について、より実務に近づく
よう内容を改善した。 

・新規訓練として STCW 第Ⅵ章
基本訓練の講師講習を開講し
た。 

・水先人教育については、コロ
ナ禍、実施時期の変更など柔
軟な対応を行い、業務を実施
した。また、操船シミュレー
タ実習シナリオ（教材）を、
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b）北極海航路に従事
する船に乗り組む船
員の訓練要件を満た
す講習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 水先人教育 

水先人の安定確保に
資するため、関係者
との連携を強化し、
その教育を的確に実
施するとともに、こ
れまでの実績、成果
から受講者の能力検
証・分析を行い、よ
り良い水先教育に反
映させるために、操
船シミュレータ実習
に使用するシナリオ
等を毎年度改善し、
その質の向上を図
る。 

b）北極海航路に従事
する船に乗り組む船
員の訓練要件を満た
す講習（基本） 

 北極海航路に従事
する船に乗り組む船
員の訓練要件を満た
す講習 （上級）を開
講する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 水先人教育 

関係機関との連携を
強化し、水先人教育
を的確に実施すると
ともに、受講者の能
力検証・分析を行
い、操船シミュレー
タ実習に使用するシ
ナリオ等を改善し、
水先教育の質の向上
を図る。 

・「極水域を運航する船舶向け上級訓練」に
ついては、船員法施行規則の規定に基づく
講習として国土交通大臣登録を申請した結
果、登録承認（R3.2 月）を受け、官報に掲
載（R3.3 月）された。講義資料作成等の開
講準備を進め、海技大学校で第一回開講を
予定（R3.3 月）したが、緊急事態宣言の期
間再延長により、開講を令和 3 年度に延期
した。 

・STCW 条約第Ⅵ章基本訓練に係る更新講習
では、生存技術更新講習及び防火と消火更
新講習について、関東地区（6 回）、関西地
区（2 回）及び九州地区（5 回）開催し
た。 

・基本訓練の講師講習（R2.8 月付国海員 174

号の３により、座学研修のみ）を海技大学
校で実施した。また、機構本部にて遠隔講
習（海技大学校から配信）を実施した。 

・海事局からの通達（R2.8月付国海員 141号
の 3がR3.1月より適用）を受け、講師講習
の登録申請手続きを実施した（R2.12月）。
同通達適用後の第 1 回基本訓練講師講習を
海技大学校において実施した。 

 

 

ウ 水先人教育 

・関係機関との連絡会等を開催し水先人教育
を適切に実施するため連携強化に努めた。 

・各養成課程について、共通教育修了時の修
了判定、個別教育及び課程修了時の修了判
定並びに修了試験による判定を、水先教育
センター運営会議に諮るなど、能力検証・
分析を行った。 

・カリキュラムに係る改善要望を検討し、操
船シミュレータ実習に使用する複数のシナ
リオ等改善に取り組んだ。 

・コロナ禍、水先コース（一級）の入学日と
修了日をそれぞれ変更して対応した。対面
授業再開（R2.6 月）までの間は、修業生に
対し演習課題を与え自宅学習期間とした。
更に、共通教育・個別教育の時間確保のた
め、水先コース（二級・三級）の修了日を
変更した。 

・対面授業開始後は感染症対策を講じて講義
等を再開し、所定のカリキュラムを実施し
た。 

 

【添付資料 6 講習受講者アンケート結果（実
務教育）】 

より操船の実状に適合したも
のに改善した。 

   

 

 

 

4．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、事務所別実績分析など、必要に応じて欄を設け記載） 
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業務実績等報告書様式 1－1－4－1 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―（2） 研究の実施 

業務に関連する政策・

施策 

 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人海技教育機構法 第十一条 第一項 第二号 

当該項目の重要度、難

易度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

 

2．主要な経年データ 

 1 主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間

最終年度値等） 

28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度   28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 

研究 

（計画値） 

期間中 

165 件程度 

期間中 

80 件程度 

 

33 件程度 

 

33 件程度 

 

33 件程度 

 

33 件程度 

 

33 件程度 

 予算額（千円） 
336,531 326,302 310,454 303,471 299,914 

研究 

（実績値） 

   

34 件 

 

30 件 

 

34 件 

 

41 件 

 

32 件 

 決算額（千円） 
313,576 313,698 313,991 356,958 359,646 

達成度   103.0% 90.9% 103.0% 124.2% 97.0%  経常費用（千円） 313,576 313,698 313,991   364,890 353,274 

共同研究 

（計画値） 

期間中 

60 件程度 
－ 

 

12 件程度 

 

12 件程度 

 

12 件程度 

 

12 件程度 

 

12 件程度 

 経常利益（千円） 
209 △1,735 1,384      7,863 10,608 

共同研究 

（実績値） 

   

12 件 

 

8 件 

 

7 件 

 

14 件 

 

15 件 

 行政サービス実施

コスト（千円） 
146,339 273,726 304,453 ― ― 

達成度   
100.0％ 66.7％ 58.3％ 116.7% 125.0% 

 行政コスト（千

円） 
― ― ― 466,976 353,274 

受託研究 

（計画値） 

期間中 

7 件程度 
－ 

 

1 件程度 

 

1 件程度 

 

1 件程度 

 

1 件程度 

 

1 件程度 

 従事人員数 
596 595 591 581 579 

受託研究 

（実績値） 

   

2 件 

 

2 件 

 

2 件 

 

4 件 

 

5 件 

       

達成度   200.0％ 200.0％ 200.0％ 400.0％ 500.0%        

定期刊行物 

（計画値） 

期間中 

10 件程度 
－ 

 

2 件程度 

 

2 件程度 

 

2 件程度 

 

2 件程度 

 

2 件程度 

       

定期刊行物 

（実績値） 

   

2 件 

 

4 件 

 

3 件 

 

3 件 

 

3 件 

       

達成度   100.0％ 200.0％ 150.0％ 150.0％ 150.0%        

査読付き論

文発表 

（計画値） 

期間中 

50 件程度 － 
 

10 件程度 

 

10 件程度 

 

10 件程度 

 

10 件程度 

 

10 件程度 

       

査読付き論

文発表 

（実績値） 

  
 

10 件 

 

4 件 

 

10 件 

 

9 件 

 

10 件 

       

達成度   100.0％ 40.0％ 100.0％ 90.0％ 100.0%        

学会発表等 

（計画値） 

期間中 

60 件程度 

年間 

11 件程度 

 

12 件程度 

 

12 件程度 

 

12 件程度 

 

12 件程度 

 

12 件程度 

       

学会発表等 

（実績値） 

   

34 件 

 

17 件 

 

17 件 

 

17 件 

 

13 件 

       

達成度   283.3％ 141.7％ 141.7％ 141.7％ 108.3%        
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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3．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 「機構法」第 11

条第 1 項第 2 号に基
づき、船舶の運航に
関する高度の学術及
び技能並びに航海訓
練に関する研究を行
う。 

研究の実施に当た
っては、機構の目的
を踏まえて、海技教
育及び船舶運航に関
する研究を組織的に
行い、その結果を教
育に反映し、船員の
能力向上を図ること
等により、安全な海
上輸送の確保に資す
るよう努めることと
する。 

 

 

 

 

 

（1）研究活動の活
性化 

研究体制の構築を
図り、重点研究課題
の策定及び研究評価
体制を確立すること
等により、海技教育
及び船舶運航に関す
る研究を実施する。 

 

「機構法」第 11条
第 1 項第 2 号に基づ
き、船舶の運航に関
する高度の学術及び
技能並びに航海訓練
に関する研究を実施
する。 

研究の実施に当た
っては、研究管理委
員会を設け、国際条
約の改正等に対応し
た研究並びに学校に
おける座学教育と海
技大学校の施設及び
練習船による航海訓
練の連携を活かし
た、組織的な研究を
行い、その結果を教
育に反映し、船員の
能力向上を図ること
等により、安全な海
上輸送の確保に資す
るよう努める。 

 

①研究活動の活性化 

研究能力の維持・
向上とともに、研究
活動の活性化を図る
ため、期間中に次の
取組を実施する。 

 

ア 施設及び人員を横
断的に活用できる研
究体制を平成 29年度
までに構築する。 

 

 

イ 重点研究課題の策
定、実行及び評価体
制を新たに確立し、
社会ニーズを反映し
た船舶運航及び航海
訓練に関する研究を
期間中に延べ 165 件
程度実施する。 

 

「機構法」第 11 条
第１項第 2 号に基づ
き、船舶の運航に関
する高度の学術及び
技能並びに航海訓練
に関する研究を実施
する。 

研究の実施に当た
っては、研究管理委
員会を設け、国際条
約の改正等に対応し
た研究並びに学校に
おける座学教育と海
技大学校の施設及び
練習船による航海訓
練の連携を活かし
た、組織的な研究を
行い、その結果を教
育に反映し、船員の
能力向上を図ること
等により、安全な海
上輸送の確保に資す
るよう努める。 

 

① 研究活動の活性化 

研究能力の維持・
向上とともに、研究
活動の活性化を図る
ため、次の取組を実
施する。 

 

ア 施設及び人員を
横断的に活用できる
研究体制の定着を図
るとともにその有効
性を検証する。 

 

イ 研究計画に基づ
き、社会ニーズを反
映した船舶運航及び
航海訓練に関する研
究を 33 件程度実施
し、その成果を教育
に反映する。 

 

＜主な定量的指標＞ 

・研究計画に基づ
き、33 件程度の研究
を行う。 

 

＜評価の視点＞ 

・施設及び人員を横
断的に活用できる研
究体制を構築した
か。 

・国際条約の改正等
に対応した研究、海
技大学校の施設及び
練習船による航海訓
練の連携を活かした
研究を実施したか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

1 研究活動の活性化 

ア 本年度は、研究管理委員会を 9回開催し、
引き続く「研究管理委員会及び研究に関す
る部会（航海訓練部及び海技大学校）」を通
して研究体制の強化、情報交換を図り研究
業務を適切に活性化させ、10 件の新規研究
の立ち上げを行った。 

 

 

 

 

 

 

イ  

・社会ニーズの把握に努め、それを反映した
船舶運航及び航海訓練に関する「独自研
究」を 32 件（新規 10 件、継続 22 件）実施
した。 

・研究の質も考慮すべきとの国土交通省外部
有識者（R2 年度見込み評価書記載）からの
指摘を受け、成果（発表・レポート）が得
られていない研究や、継続妥当性を評価し
た結果、研究数が減少する結果となった。 

・これらの状況を踏まえて研究管理委員会等
の場で研究活動活性化の取組を図り、質の
向上、指標達成を念頭に取り組み、指標件
数を達成したが、年度途中に研究 1件が「共
同研究」に移行したことにより「独自研
究」件数は 32 件となった。 

・「国際条約等により規定される新たな教育訓

【研究の実施 評定：B】 

 

【細分化した項目の評定の算術平均】 

 

（A4点×1項目+B3点×2項目）÷3項目＝

3.3 

 

・算術平均に最も近い評定は「B」評定

である。 

・評定毎の点数を、S:5 点,A:4 点, B:3 点, 

C:2 点, D:1 点とし、重要度の高い項目は

加重を 2 倍として算定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

年度計画（指標含む）に係る次の
実績を総合的に判断して、自己評価
を B 評定とした。 

 

・前年度に引き続き、研究管理委員
会及び研究に関する部会を通し、
研究体制の再構築を図った。 

 

・独自研究件数は 32件であり、年度
計画（指標：33 件程度）は概ね達
成した。 

   

・研究内容の質については、社会ニ
ーズの把握に努めながら、研究管
理委員会、査読審査により確認し
ている。 
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練に係る研究」は、海技大学校施設及び練
習船による航海訓練の連携を活かし、その
成果を教育に反映することをテーマとして
取り組んだ。STCW 基本訓練においては海
技大学校が主体となって取り組み、その研
究成果を活かした訓練を実施した。 

 

 この他、研究成果の教育への反映事例を以
下のとおり挙げる。 

・「多眼カメラを用いた船舶の位置計測精度向
上に関する実験的検討」研究では、マリン
エンジニアリング学会学術講演会「優秀講
演賞」の受賞に加え「奨励賞」及び「ロイ
ドレジスター奨励賞」を受賞した（R2.4

月）。 

・「極水域を運航する船舶のための上級訓練に
係る教育手法に関する研究」を立ち上げ、
上級訓練講習開講に向けた準備を開始し
た。 

・「操船シミュレータ訓練等における受託研究
（日本船長協会）」により BRM 訓練（Pilot

乗船時）を取り入れ、訓練内容の向上を図
った。 

・「内航タンカーにおける安全性向上の為の教
育・訓練手法の開発に関する基礎研究（旭
タンカー株式会社）」により、実際に発生し
た不安全事象のみだけでなく、想定事例報
告まで確認することで、危険感受性向上を
図る教育・訓練実施に向けた検討を開始し
た。 

 

【添付資料 7 研究項目一覧】 

 （2）共同研究・受

託研究の実施 

統合により、海技

大学校の施設及び練

習船の双方を活用し

た研究が可能となる

ことから、共同研究

及び受託研究の拡大

を図る。 

 

②共同研究・受託研

究の実施 

海技大学校の施設

及び練習船を有効に

活用するとともに、

主務官庁、船員教育

機関及び他の公的研

究機関等と連携し、

共同研究・受託研究

範囲の拡大を図り、

期間中に延べ 67件程

度（受託研究 7 件、

共同研究 60件）実施

する。 

②共同研究・受託研究

の実施 

海技大学校の施設

及び練習船を有効活

用するとともに、主

務官庁、船員教育機

関及び他の公的研究

機関等との連携によ

り、共同研究・受託

研究範囲の拡大に努

め、13 件程度（受託

研究 1 件、共同研究 

12 件）実施する。  

＜主な定量的指標＞ 

・共同研究及び受託

研究の拡大に務め、

13 件程度（共同研究

12 件、受託研究 1

件）実施する。 

＜主要な業務実績＞ 

2 共同研究・受託研究の実施 

・平成 30 年度の共同研究件数が年度計画（指

標）未達成であったことを鑑み、研究体制

強化（関係機関連携、更なる情報交換、研

究期間継続、新規研究の立ち上げ等）のた

め、本年度は研究管理委員会を 9回実施して

改善を図った。その成果として、共同研究

15 件（新規 7 件、継続 8 件）、受託研究 5 件

（新規 3 件、継続 2 件）の成果を得た。 

・関連機関、関連企業には受託研究の働き掛

けを積極的に実施した。 

・日本船長協会及び船田産業株式会社と受託

研究を開始した。 

・東京海洋大学と「自動運航船に係る安全評

価基盤となる船員スキル定量化」につい

て、受託研究契約を締結した。 

・海技振興センターと「自動運航船運航者の

能力検討に関する基礎調査」について、受

託研究契約を締結した。 

・海技振興センターと「アンモニア・水素燃

料船に乗船する船員の能力等に関する要件

に係る検討」について、受託研究契約を締

結した。 

・東京海洋大学、神戸大学、海上技術安全研

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

 

 難易度が高い指標（年度計画）を

掲げる本項目について、次の実績に

より年度計画を達成した。加えて、

独法評価指針（定量的指標の達成度

100％以上、かつ困難度高）に照ら

して、自己評価を A 評定とした。 

 

・ 15 件 の 共 同 研 究 （ 達 成 度

125.0％）を実施した。特に、体制

を強化した研究管理委員会のも

と、研究者及び担当部会の精力的

努力により、共同研究数は新規 7

件を実現した。 

・受託研究については、5 件（達成

度 500.0％）の成果を得た。 

・研究内容の質については、社会ニ

ーズの把握に努めながら、研究管

理委員会、査読審査により確認し

ている。 
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究所、鳥羽商船高等専門学校、Jakarta 

Technical University of Fisheries (JTUF、

インドネシア）及び旭タンカー等の産学と

連携して、共同研究を実施した。 

・東京海洋大学と包括連携協定を締結し、共

同研究業務を強化している。また産学への

呼びかけを強化し、拡大に取り組んだ。 

 

【添付資料 7 研究項目一覧】 

 

 （3）研究成果の普

及・活用 

研究成果を海運業

界、学会及び国民等

へ積極的に公表し、

その普及を図るとと

もに、その結果を教

育に反映する。 

③研究成果の普及・

活用 

ア 研究成果の普及・

活用を推進するた

め、期間中 10件程度

の刊行物を公開する

ほか、機構のホーム

ページにその概要を

掲載するとともに、

その結果を教育に反

映する。 

 

イ 学術誌への論文投

稿及び国際学会、学

術講演会等での研究

発表を行うことによ

り、研究成果を国内

外に公表する。 

研究発表件数は、期

間中 50件程度の査読

付き学術論文発表、

60 件程度の国際学会

発表及び学術講演会

発表を行う。 

③研究成果の普及・活

用 

ア 研究成果の普及・

活用を推進するた

め、2件程度、研究の

成果を刊行物に公開

するほか、ホームペ

ージにその概要を掲

載するとともに、そ

の結果を教育に反映

させる。 

 

 イ 研究成果を国内外

に公表するため、10 

件程度、査読付き学

術論文を発表すると

ともに、12 件程度、

国際学会発表及び学

術講演会発表を行

う。 

＜主な定量的指標＞ 

・定期刊行物を 2 件

程度発行する。 

・査読付き学術論文

発表10件程度、国際

学会発表及び学術講

演会発表を12件程度

行う。 

＜主要な業務実績＞ 

3  研究成果の普及・活用 

ア  

・研究成果について 3件の定期刊行物（海技教

育機構論文集）を発行した。 

・コロナ禍、研究発表会（第 7回目）を「オン

デマンド形式（事前申込制）」により開催し

た（特別公演 2 件、職員発表 15 件、158 名

視聴）。 

・海技教育機構論文集について、J-Stage への

登載を開始した。 

 

イ 10 件の査読付き学術論文を発表、13 件の

国際学会発表及び学術講演会発表（国際学

会発表 3 件、国内学会発表 10 件）を実施し

た。 

 

ウ 研究成果の教育への反映事例として、次

の事例を挙げる。（再掲） 

・「多眼カメラを用いた船舶の位置計測精度向

上に関する実験的検討」研究では、マリン

エンジニアリング学会学術講演会「優秀講

演賞」の受賞に加え、「奨励賞」及び「ロイ

ドレジスター奨励賞」を受賞した（R2.4

月）。 

・「極水域を運航する船舶のための上級訓練に

係る教育手法に関する研究」において、上

級訓練講習の立ち上げに向けて準備中であ

る。 

・日本船長協会「操船シミュレータ訓練等に

おける受託研究」により、Pilot 乗船時の

BRM 訓練を取り入れ、訓練内容の向上を図

った。 

・旭タンカー株式会社と「内航タンカーにお

ける安全性向上の為の教育・訓練手法の開

発に関する基礎研究」により、実際に発生

した不安全事象のみだけでなく、想定事例

報告まで見ることで、危険感受性の向上に

向けた教育・訓練の実施に向け検討を行っ

ている。 

 

【添付資料 8 研究成果発表一覧】 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

年度計画（指標含む）に係る次の

実績を総合的に判断して、自己評価

を B 評定とした。 

 

・海技教育機構論文集 3 件を発行し

た。また、海技教育機構論文集に

ついて、J-Stage への登載を開始

した。 

・査読付き学術論文は 10 件発表し

た。 

・国際学会発表及び学術講演会発表

は 13 件を達成した。 

・コロナ禍においては、初めての試

みとして「オンデマンド形式」に

よる研究発表会を開催して成果を

得た。 

 

 

 

 

4．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、事務所別実績分析など、必要に応じて欄を設け記載） 
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業務実績等報告書様式 1－1－4－1 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―（3） 成果の普及・活用促進 

業務に関連する政策・

施策 

 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人海技教育機構法 第十一条 第一項 第三号 

当該項目の重要度、難

易度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

2．主要な経年データ 

 2 主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間

最終年度値等） 

28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度   28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 

研修生受入 

（計画値） 

期間中 

1,025 名 

程度 

－ 

 

205 名 

程度 

 

205 名 

程度 

 

205 名 

程度 

 

205 名 

程度 

 

205 名 

程度 

 予算額（千円） 

206,286 203,244 192,167 207,871 216,121 

研修生受入 

（実績値） 

   

259 名 

 

272 名 

 

197 名 

 

213 名 

 

41 名 

 決算額（千円） 
191,744 200,472 201,461 205,758 251,491 

達成度   126.3％ 132.7％ 96.1％ 103.9％ 20.0%  経常費用（千円） 191,744 200,472 194,119   209,048 197,288 

職員派遣 

（計画値） 

期間中 

475 名程度 
－ 

 

95 名程度 

 

95 名程度 

 

95 名程度 

 

95 名程度 

 

95 名程度 

 経常利益（千円） 
128 △1,108 856     4,505 5,294 

職員派遣 

（実績値） 

   

101 名 

 

98 名 

 

 140 名 

 

122 名 

 

115 名 

 行政サービス実施

コスト（千円） 
168,038 160,936 146,501 ― ― 

達成度   
106.3％ 103.2％ 147.4％ 128.4％ 121.1% 

 行政コスト（千

円） 
― ― ― 447,667 197,288 

イベント実

施 （ 計 画

値） 

期間中 

150 回以上 － 
 

30 回以上 

 

30 回以上 

 

30 回以上 

 

30 回以上 

 

30 回以上 

 従事人員数 

596 595 591 581 579 

イベント実

施 （ 実 績

値） 

  
 

31 回 

 

35 回 

 

33 回 

 

31 回 

 

20 回 

       

達成度   103.3％ 116.7％ 110.0％ 103.3％ 66.7%        

卒業者割合 

（計画値） 

 

90％以上 
－ 

 

90％以上 

 

90％以上 

 

90％以上 

 

90％以上 

 

90％以上 

       

卒業者割合 

（実績値） 

   

96.1％ 

 

96.3％ 

 

 94.3％ 

 

96.1％ 

 

95.7% 

       

達成度   106.8％ 107.0％ 104.8％ 106.8% 106.3%        

海事広報活

動 （ 計 画

値） 

期間中 

350 回程度 

年間 

70 回程度 
 

70 回程度 

 

70 回程度 

 

70 回程度 

 

70 回程度 

 

70 回程度 

       

海事広報活

動 （ 実 績

値） 

  
 

100 回 

 

102 回 

 

75 回 

 

87 回 

 

8 回 

       

達成度   142.9％ 145.7％ 107.1％ 124.3％ 11.4%        
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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3．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 「機構法」第 11 条

第 1 項第 3 号に基づ

き、海技教育の知見

の普及・活用を図る

とともに、海事思想

を広く普及するため

の活動を行う。 

「機構法」第 11 条

第 1 項第 3 号に基づ

き、海技教育の知見

の普及・活用を図る

とともに、海事思想

を広く普及するため

の活動を行う。 

「機構法」第 11 条

第 1 項第 3 号に基づ

き、海技教育の知見

の普及・活用を図る

とともに、海事思想

を広く普及するため

の活動を行う。 

  【成果の普及・活用促進 評定：B】 

 

【細分化した項目の評定の算術平均】 

 

（A4 点×1 項目+B3 点×2 項目）÷（3 項

目）＝3.3 

・算術平均に最も近い評定は「B」評定

である。 

 

・評定毎の点数を、S:5 点,A:4 点, B:3 点, 

C:2 点, D:1 点とし、重要度の高い項目は

加重を 2 倍として算定。 

 

 

  

（1）技術移転の推
進 

職員の海技教育に
関する知識の活用を
図るために、国内外
を問わない研修員の
受入れ及び各種機
関・委員会への専門
家の派遣等を推進す
る。 

 

 

 
①技術移転の推進 

 

ア 海事関連行政機関
及び国内外の教育機
関、研究機関等から
期間中に合計 1,025名
程度の研修生を受け
入れ、船舶運航技
術、船員教育及び安
全管理等に関する実
務を基本とした研修
を実施する。 

 

 

 

イ 関係委員会の要請
に応じ、専門分野の
委員として期間中に
延べ475名程度の職員
を派遣する。また、
船舶の運航に関する
学術、技能及び航海
訓練に係る国際会議
等に専門家を派遣
し、知見の活用と他
国との連携を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 海技教育の知見を
活用し、国の提示す
る船舶の運航に関す
る学術、技能及び航

 

①技術移転の推進 

 

ア 海事関連行政機関
及び国内外の教育機
関、研究機関等から 

205 名程度の研修生
を受け入れ、船舶運
航技術、船員教育及
び安全管理等に関す
る実務を基本とした
研修を実施すること
により、海技教育に
関する知見の活用の
促進を図る。 

 

イ 関係委員会の要請
に応じ、専門分野の
委員として 95 名程度
の職員を派遣すると
ともに、船舶の運航
に関する学術、技能
及び航海訓練に係る
国際会議等に専門家
を派遣し、知見の活
用と他国との連携を
図る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 国の提示する船舶
の運航に関する学
術、技能及び航海訓

＜主な定量的指標＞ 

・海事関連行政機関
及び国内外の教育機
関、研究機関等から
205 名程度の研修生
を受け入れる。 

・関係委員会の要請
に応じ、専門分野の
委員として 95 名程度
の職員を派遣する。 

＜主要な業務実績＞ 

1 技術移転の推進 

ア・海事関連行政機関、国内外の教育機関
及び研究機関等から研修生（41 名）を受
け入れ、船舶運航技術、船員教育及び安
全管理等に関する実務を基本とした研修
を実施し、海技教育に関する知見の活用
促進を図った。 

・感染症防止対策を講じた実習訓練を最優
先する観点から、全ての乗船研修を中止
した。 

 

 

 

 

 

イ・専門分野の委員参加に係る職員派遣要 
請（日本航海学会、日本マリンエンジニ
アリング学会、日本船舶品質管理協会、
日本船長協会等の関係委員会、海事関連
行政機関及び民間団体）を受け、期間
中、延べ 115 名の職員を派遣した。 

・船舶の運航に関する学術、技能及び航海
訓練に係る国際会議等に対して、専門分
野の委員として延べ4名の職員を派遣する
ことにより、海技教育の知見を活用し、
他国間の連携を深めるとともに、国際会
議等（第 16 回海上無線通信に係る
IMO/ITU 合同専門家会合（IMO/ITU EG 

16）、海上安全委員会・法律委員会・海洋
環境保護委員会・技術協力委員会及び簡
易 化 委 員 会 合 同 臨 時 委 員 会
（ALCOM/ES）、第 102 回海上安全委員
会（MSC 102））の議場においては、リー
ダーシップを発揮して審議に貢献した。 

 

ウ・国際会議等に延べ 4名の職員を専門分野
の委員として派遣し（再掲）、上記のよう
な国の提示する船舶の運航に関する学

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

年度計画（指標含む）に係る次の
実績を総合的に判断して、自己評価
を B 評定とした。 

 

 

・コロナ禍、当初計画した乗船研修
（練習船）を中止せざるを得ない
状況下であったが、オンラインを
活用した取組等により、対応でき
る最大限の研修生（41 名）を受け
入れた。 

 

・要請に応じて、専門分野の委員と
して 115 名（達成度 121.1％）の
職員を派遣した。また、国際会議
等に対して職員を派遣、各国席上
のもと、審議にはリーダーシップ
を発揮して貢献した。 
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海訓練に係る施策の
立案に取り組む。 

 

練に関する施策の立
案に取り組み、海技
教育の知見の活用の
促進を図る。  

 

術、技能及び航海訓練に関する施策立案
の取組、海技教育の知見の活用促進を図
った。 

・特に、国際海事機関（IMO）で開催され
た第 7 回人的因子・訓練当直小委員会
（HTW7）において2名が出席し、新型コ
ロナウイルスによる訓練及び資格証明へ
の影響、電子資格証明書を認めるための
STCW 条約の改正と関連ガイドラインの
検討、STCW-F 条約の包括的な見直しに
関する審議に貢献した。 

 

【添付資料 9 研修生の受入及び専門分野へ
の委員派遣の実績】 

 

 

 （2）人材確保の推

進 

船員志向性の高い

人材確保に向け、入

学者募集のための広

報活動に関する体

制・仕組みを直ちに

構築する。また、外

部機関との連携をよ

り充実・強化し、船

員を目指す人材をよ

り多方面から確保す

るよう努める。 

 

②広報活動 

 

ア 人材確保 

船員志向性の高い

人材の確保に向け、

新たな広報活動に関

する体制・仕組みを

直ちに構築し募集活

動に反映させる。ま

た、外部機関との連

携を強化し、学校施

設及び練習船を活用

したイベントを期間

中に150回以上実施す

ることにより、船員

を目指す人材を多方

面から確保するとと

もに、本科及び専修

科の卒業者の入学者

に対する割合につい

て 90％以上とする。 

② 広報活動 

 

ア 人材確保 

船員志向性の高い

人材の確保に向け、

統合メリットを活か

した募集広報活動を

実施する。外部機関

との連携を強化し、

学校施設及び練習船

を活用したイベント

を 30 回以上実施し、

船員を目指す人材を

多方面から確保す

る。 

また、入学者への

支援を充実させ、本

科及び専修科の卒業

者の入学者に対する

割合を 90％以上とす

る。 

＜主な定量的指標＞ 

・外部機関との連携

を強化し、学校施設

及び練習船を活用し

たイベントを 30 回以

上実施する。 

・本科及び専修科の

卒業者の入学者に対

する割合を 90％以上

とする。 

 

＜評価の視点＞ 

・新たな入学者募集

の体制・仕組みよ

り、効果的な募集活

動を行ったか。 

＜主要な業務実績＞ 

2 広報活動 

ア 人材確保 

・船員志向性の高い人材の確保に向け、外

部機関との連携を強化し、学校施設及び

練習船を活用したイベント等を 20 回実施

した。 

・感染症防止対策を講じて座学教育を適切

に実施する観点から、オープンキャンパ

ス等を中止し、直接接触を伴わない PR 活

動の一環として、機構の HP や SNS の内

容を見直し、充実を図った。 

・受験者確保のため、本科校では中学校 245

校、専修科校では高校 233 校に対して学

校の PR 訪問を実施した。 

・本科及び専修科の生徒・学生に対し、個

別面談による学習面・就職面のサポート

とともに、成績不良者に対する個別指

導、各学校でのカウンセラーによるカウ

ンセリング、練習船への訪船による心の

ケア、就職指導・生活指導等の実施によ

り、卒業者の入学者に対する割合（成業

率）は 95.7％であった。 

 

【添付資料 10 人材確保に向けた広報活動】 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

年度計画（指標含む）に係る次の

実績を総合的に判断して、自己評価

を B 評定とした。 

 

・コロナ禍、第 1 四半期には「全て

のイベント」を中止せざるを得な

い中、7 月以降にはオンライン等

の工夫を措置して、人材確保に係

るイベント（広報活動）を実施し

た。 

 

・学生・生徒のサポート体制とし

て、在学時及び乗船時において、

順次性を有した一貫性あるカウン

セリングの実施や、個別指導、就

職指導等の実施により、成業率は

高い水準を維持した。 

 

 

 

  

（3）海事広報活動
の促進 

次世代を担う若年
層の海・船への関心
を高めるため、外部
機関とも連携し学校
及び練習船を活用し
たさらなる普及活動
を推進する。 

 

イ 海事広報活動等の
促進 

a）国や地方自治体等
が主催する集客力の
高い各種イベント等
への学校及び練習船
の参加、船員教育機
関、関連業界等と連
携を図った一般公開
及びシップスクール
（練習船見学会を含
む）を期間中350回程
度実施する。 

 

イ 海事広報活動の促
進 

a）国や自治体等が主
催する集客力の高い
各種イベント等への
学校及び練習船の参
加や、船員教育機
関、関連業界等との
連携を図った一般公
開及びシップスクー
ル(練習船見学会を含
む。) 等の海事広報活
動を 70 回程度実施す

＜主な定量的指標＞ 

・海事広報活動を 70

回程度実施する。 

 

＜評価の視点＞ 

・IT など多様な手段
を活用し、海外への
情報発信も積極的に
行ったか。 

＜主要な業務実績＞ 

イ 海事広報活動の促進 

a)・新型コロナウイルス感染症対策を講じ
て、適切に実習訓練を継続し、実習生へ
の乗船履歴付与を最優先するため、練習
船を派遣してのイベントを全て中止し
た。 

・練習船（香川県小豆島沖錨泊中）と小学
校（町立安田小、5 年生 23 名）をオンラ
インで接続し、機構初のリモートシップ
スクールを開催した。 

・「海洋都市横浜バーチャルうみ博 2020

（R2.8 月～9 月開催）」に出展した。 

・海事広報活動を計 8 回実施した。 

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

 

年度計画（指標含む）に係る次の
実績を総合的に判断して、自己評価
を A 評定とした。 

 

・コロナ禍、学校や練習船の参加イ
ベント等を例年どおり計画した
が、その多くを中止せざるを得な
かったが、オンライン等を活用し
て、海事広報イベントを実施した
（8 回、達成率 11.4%)。 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 

b）広報活動の展開に
あたっては IT など多
様な手段を活用し、
海外への情報発信も
積極的に行う。 

る。 

 

 

 

 

b）IT など多様な手
段を活用し、国内・
海外への情報発信も
積極的に行う。 

  

 

 

 

 

b）・機構の HP や SNS を活用して海外への
情報発信を行った。 

・コロナ禍、学校や練習船での海事広報活
動を抑制せざるを得ない中、特に機構の
HP や SNS 等を活用して情報発信に取り
組んだ。68 件のニュースを機構 HP で掲
載し、28 件のプレスリリースを実施する
こと等により、業界紙には 50 件以上の機
構関連記事が掲載された。 

・シップスクール等の各種イベントを中止
せざるを得ない中、SNS による積極的な
情報発信を行うため、これまで実施中の
SNS（Facebook と Twitter）に加え、新
たに SNS（Instagram と YouTube）の運
用を開始した。投稿件数等の実績は次のと
おり。 

        

Facebook  

・投稿数 829 件、フォロワー数 12,044 

Twitter  

・投稿数 596 件、フォロワー数 4,120  

Instagram  

・投稿数 427 件、フォロワー数 1,033 

YouTube 

・投稿数 15 件、フォロワー数 131 

  （数値：令和 3 年 3 月 31 日現在） 

 

【添付資料 11 海事広報活動の実績】 

 

 

・初の試みでとなるリモートシップ
スクールの実施（オンライン活
用）や、コンテンツを増やした
SNS 使用や、HP による積極的な
情報発信による広報活動に努め
た。 

 

・感染症防止対策を講じて座学教育
を適切に実施すべきことや、乗船
履歴等代替措置を講じて実習訓練
を継続し学生・生徒に乗船履歴を
適切に付与すべき機構使命を優先
する中、計画した多くの海事広報
関連諸行事は中止せざるを得なか
った。実施回数は指標未達成では
あるが、困難なコロナ禍において
も、工夫を凝らして海事広報・普
及活動を推進した。 

 

・独法評価指針 p.6：「予測し難い外
部要因により業務が実施できない
場合」を考慮した。 

 

 

 

4．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、事務所別実績分析など、必要に応じて欄を設け記載） 
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業務実績等報告書様式 1－1－4－2 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―（1） 効率的な業務運営体制の確立 

当該項目の重要度、難

易度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年

度値等） 

28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         
 

3．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価  

業務実績 自己評価 

 本部の管理部門に

ついて、人事・給与

システム及び会計シ

ステムの統合等によ

り業務の効率化を図

り、業務量の変化に

見合った効率的な組

織体制の確立に努め

る。 

業務の効率的な運

営を図る観点から、

管理部門における業

務の集約化、人事・

給与システム及び会

計システムの統合等

により、統合メリッ

トが発揮できるよう

な組織体制の確立に

努める。 

効率的な業務運営

体制の確立 

各職員の担務の見

直しを行うなど、本

部業務の合理化につ

いて検証を行い、業

務運営の効率化に努

める。 

また、その他の業

務についてもアウト

ソーシングの活用を

含め、効率的な運営

について検討する。 

 

＜評価の視点＞ 

・本部業務の効率

化・合理化について

検証を行い、業務運

営の効率化に努めた

か。 

・アウトソーシング

の活用を検討した

か。 

＜主要な業務実績＞ 

・本部及び学校部門において、令和 3 年 1

月から新たに勤怠管理システムの運用を

開始し、かつ、人事給与システムと連携

を取ることにより、勤務時間管理業務及

び給与計算業務の効率化を図った。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

年度計画に係る次の実績から、自

己評価を B 評定とした。 

 

・新しい勤怠管理システムの導入に

より、事務作業が軽減され効率的

に処理が行えるようになった。 

 

 

  

 

 

4．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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業務実績等報告書様式 1－1－4－2 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―（2） 業務運営の効率化に伴う経費削減 

当該項目の重要度、難

易度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年

度値等） 

28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

一般管理費（年度計

画値）（千円） 

 
158,687 146,730 142,328 138,060 135,169 132,304 

 

一般管理費（実績

値）（千円） 

 
 146,730 142,328 138,060 135,169 132,304 

 

達成度   100％ 100% 100% 100% 100%  

業務経費（年度計画

値）（千円） 

 
537,503 532,127 493,776 488,835 488,412 487,917 

 

業務経費（実績値）

（千円） 

 
 532,127 493,776 488,835 488,412 487,917 

 

達成度   100％ 100% 100% 100% 100%  

 

3．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価  

業務実績 自己評価 

 一般管理費（人件

費、公租公課等の所

要額計上を必要とす

る経費及び特殊要因

により増減する経費

を除く。）について

は、中期目標期間中

に見込まれる当該経

費総額（初年度の当

該経費相当分に 5 を

乗じた額。）を 6％程

度抑制する。 

業務経費（人件

費、公租公課等の所

要額計上を必要とす

る経費及び特殊要因

により増減する経費

を除く。）につい

て、中期目標期間中

に見込まれる当該経

費総額（初年度の当

該経費相当分に 5 を

乗じた額。）を 2％程

度抑制することとす

る。 

 

一般管理費（人件

費、公租公課等の所

要額計上を必要とす

る経費及び特殊要因

により増減する経費

を除く。）について

は、中期目標期間中

に見込まれる当該経

費総額（初年度予算

額の当該経費相当分

に 5 を乗じた額）を

6％程度抑制する。 

ま た 、 業 務 経 費

（人件費、公租公課

等の所要額計上を必

要とする経費及び特

殊要因により増減す

る経費を除く。）につ

いても、中期目標期

間中に見込まれる当

該経費総額（初年度

予算額の当該経費相

当分に 5を乗じた額）

を 2％程度抑制する。 

一般管理費（人件

費、公租公課等の所

要額計上を必要とす

る経費及び特殊要因

により増減する経費

を除く。）について、

本年度予算は、対前

年度比 3％程度抑制す

る。 

ま た 、 業 務 経 費

（人件費、公租公課

等の所要額計上を必

要とする経費及び特

殊要因により増減す

る経費を除く。）につ

いて、本年度予算

は、対前年度比 1％程

度抑制する。 

＜主な定量的指標＞ 

・一般管理費につい

て、対前年度比 3％程

度抑制する。 

・業務経費につい

て、対前年度比 1％程

度抑制する。 

＜主要な業務実績＞ 

・年度予算における一般管理費（人件費、

公租公課等の所要額計上を必要とする経費

を除く。）を対前年度比 2.2％（2,865 千

円）程度抑制となっているが、令和元年度

に消費税が増税されたことにより、実質は

対前年度比 3％程度の抑制となった。 

 

・業務経費（人件費、公租公課等の所要額

計上を必要とする経費及び特殊要因により

増減する経費を除く。）について、対前年

度比 0.1％（495 千円）程度の抑制となっ

ているが、令和元年度の消費税増税分を加

味すると、実質は対前年度比 1％程度の抑

制となった。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

「業務実績欄」に示すとおり年度計

画を達成したため、自己評価を B 評

定とした。  
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4．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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業務実績等報告書様式 1－1－4－2 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―（3） 調達方法の見直し 

当該項目の重要度、難

易度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年

度値等） 

28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         
 

3．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価  

業務実績 自己評価 

 「独立行政法人に

おける調達等合理化

の取組の推進につい

て」（平成 27 年 5 月

25 日総務大臣決

定）等を踏まえ、公

正かつ透明な調達手

続による、適切で迅

速かつ効果的な調達

を実現する観点か

ら、毎年度策定する

「調達等合理化計

画」に基づく取組を

着実に実施する。 

また、随意契約に

ついては「独立行政

法人の随意契約に係

る事務について」

（平成 26 年 10 月 1

日付け総管査第 284

号総務省行政管理局

長通知）に基づき明

確化した、随意契約

によることができる

事由により、公正

性・透明性を確保し

つつ合理的な調達を

実施する。 

公正かつ透明な調

達手続きによる適切

で、迅速かつ効果的

な調達を実現する観

点から、「独立行政法

人における調達等合

理化の取組の推進に

ついて」（平成 27年 5

月 25 日総務大臣決

定）に基づき毎年度

策定する「調達等合

理化計画」による取

組を着実に実施す

る。 

また、随意契約に

ついては「独立行政

法人の随意契約に係

る事務について」（平

成 26 年 10 月 1 日付

け総管査第 284 号総

務省行政管理局長通

知）に基づき明確化

した、随意契約によ

ることができる事由

により、公平性・透

明性を確保しつつ合

理的な調達を実施す

る。 

公正かつ透明な調

達手続きによる適切

で、迅速かつ効果的

な調達を実現する観

点から、「独立行政法

人における調達等合

理化の取組の推進に

ついて」（平成27年5

月 25 日総務大臣決

定）に基づき毎年度

策定する「調達等合

理化計画」による取

組を着実に実施す

る。 

また、随意契約につ

いては、「独立行政法

人の随意契約に係る

事務について」(平成

26 年 10 月 1 日付け

総管査第 284 号総務

省行政管理局長通

知）に基づき明確化

した、随意契約によ

ることができる事由

により、公平性・透

明性を確保しつつ合

理的な調達を実施す

る。 

＜評価の視点＞ 

・毎年度策定する

「調達等合理化計

画」による取組を着

実に実施したか。 

・随意契約について

は、公平性・透明性

を確保しつつ合理的

な調達を実施した

か。 

＜主要な業務実績＞ 

・「令和 2年度調達等合理化計画」を策定の上

で、ホームページ上に公開し、機構内外へ

の周知を図る等の取組を着実に実施し、事

業年度終了後、取組実績及び取組に対する

自己評価を行った。 

また、令和元年度における調達等合理化計

画の進捗状況においても自己評価を行い、

国土交通大臣への報告も行った上で、ホー

ムページ上で公開し、今後の業務への指針

とした。 

・競争性確保及びコスト縮減の取組として、

類似業務に係る調達について、可能な範囲

で調達時期の調整を行い集約化すること

で、コストの縮減及び調達事務の効率化を

図った。 

・新規事業者の情報を収集し、調達案件の情

報提供を行うことにより事業者の新規参入

を促しコストの縮減を図った。 

 

【添付資料 12 独立行政法人海技教育機構調

達等合理化計画の取組実績及び取組に対する

自己評価】 

【添付資料 13 一者応札案件内訳】 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

「業務実績欄」に示すとおり年度

計画を達成したため、自己評価を

B 評定とした。   

  

 

  

 

 

4．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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業務実績等報告書様式 1－1－4－2 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―（4） 人件費管理の適正化 

当該項目の重要度、難

易度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年

度値等） 

28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

ラスパイレス指数 
 95.3 

旧航海訓練所 108.8 
102.6 100.8 102.5 99.9 99.6 

 

         

         

         
 

3．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価  

業務実績 自己評価 

 給与水準について

は、国家公務員の給

与水準も十分考慮

し、厳しく検証を行

った上で、その検証

結果や取組状況につ

いては公表する。 

給与水準について

は、国家公務員の給

与水準も十分考慮

し、手当を含め役職

員給与の在り方につ

いて厳しく検証した

上で、給与改定に当

たっては、引き続

き、国家公務員に準

拠した給与規程の改

正を行い、その適正

化に取り組むととも

に、その検証結果や

取組状況を公表す

る。 

給与水準について

は、国家公務員の給

与水準も十分考慮

し、手当を含め役職

員給与の在り方につ

いて厳しく検証した

上で、給与改定に当

たっては、国家公務

員に準拠した給与規

程の改正を行い、そ

の適正化に取り組む

とともに、その検証

結果や取組状況を公

表する。 

＜評価の視点＞ 

・給与改定に当たっ

ては、引き続き、国

家公務員に準拠した

給与規程の改正を行

い、その適正化に取

り組むとともに、そ

の検証結果や取組状

況を公表したか。 

＜主要な業務実績＞ 

・総務省が定めるガイドラインに基づき、独

立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与

水準の公表を行った（R2.8 月）。 

・国家公務員給与法の改正（令和 2 年法律第

65 号）に準拠した、期末手当支給率 0.05 

ヶ月分の引下げについて給与規程等の改正

を行った（R2. 11 月）。 

・R2 年度における当機構の給与水準を示すラ

スパイレス指数は 99.6 となり、国の水準と

ほぼ同様とした。引き続き国に準じた適正

な給与水準の維持が図られるよう取組を行

う。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

「業務実績欄」に示すとおり年度計

画を達成したため、自己評価を B 評

定とした。  

 

  

 

 

4．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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業務実績等報告書様式 1－1－4－2 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―（5） 業務運営の情報化・電子化の取組 

当該項目の重要度、難

易度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年

度値等） 

28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         
 

3．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価  

業務実績 自己評価 

 法人内の効率的な

情報共有及び適切な

意思決定等業務運営

の電子化に取り組

み、業務運営の効率

化の向上を図る。 

練習船及び陸上組

織を繋ぐ情報通信ネ

ットワークによる迅

速な情報共有、業務

の効率化を目的とし

た IT 利活用レベルの

向上を図るため、平

成 29 年度までにクラ

ウドシステム、マル

チデバイスに対応し

たシステムの整備、

WEB 会議システム等

の用途に的確に対応

した情報の電子化を

実施し、期間中に定

着を図る。 

練習船及び陸上組

織を繋ぐ情報通信ネ

ットワークによる迅

速な情報共有、業務

の効率化を目的とし

た IT 利活用レベルの

向上を図るため、ク

ラウドシステム、マ

ルチデバイスに対応

したシステムの整

備、WEB 会議システ

ム等の用途に的確に

対応した情報の電子

化に取り組む。 

＜評価の視点＞ 

・迅速な情報共有、

業務の効率化を目的

とした IT 利活用レベ

ルの向上を図った

か。 

・用途に的確に対応

した情報の電子化に

取り組んだか。 

＜主要な業務実績＞ 

情報の電子化について、以下の取組を実施し

た。 

・感染症防止対策を講じつつ、適切に本部機能

を発揮できるよう、在宅勤務でのテレワーク

体制を整えるため、在宅勤務用PC及びWi-fi

ルーター等の整備を行った。 

・本部、学校及び外部機関との会議や意見交換

会においては、セキュリティ対策を講じなが

ら、オンライン（WEB 会議）システムを活

用して柔軟に実施し、コロナ禍における距離

的問題を解消すべく対応した。 

・本部及び学校部門において、令和 3 年 1 月か

ら新たに勤怠管理システムの運用を開始し、

かつ、人事給与システムと連携を取ることに

より、勤務時間管理業務及び給与計算業務の

効率化を図った。（再掲） 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

「業務実績欄」に示すとおり年度

計画を達成したため、自己評価を

B 評定とした。  

 

  

 

4．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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業務実績等報告書様式 1－1－4－2 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ―（1） 自己収入の確保 

当該項目の重要度、難

易度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年

度値等） 

28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         
 

3．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価  

業務実績 自己評価 

  

受益者負担を始め
とする自己収入につ
いては、「平成 27 年
度予算執行調査の調
査結果」（平成 27 年
6 月 30 日）を踏ま
え、引き続き段階的
にその拡大を図るこ
ととする。 

専修科及び海上技
術コースの授業料に
ついては、引き上げ
を継続するととも
に、本科及び専修科
の入学料・入学検定
料については、平成
29年度から徴収を開
始するものとし、そ
のあり方については
平成 32 年度までに
検討する。 

商船系大学、高専
及び海運会社を始め
とする受益者の負担
のあり方について
は、平成 30 年度ま
でに平成 31 年度以
降の拡大計画を策定
する。 

 

 

①授業料の段階的引き
上げ 

専修科及び海上技
術コースの授業料を
平成 30 年度までに段
階的に引き上げ、自
己収入を拡大する。 

 

 

 

 

 

 

②入学検定料、入学料
等の徴収 

海上技術学校、海
上技術短期大学校の
入学検定料、入学料
等を平成 29 年度から
徴収を開始すること
とし、引き上げにつ
いては平成 32 年度ま
でに検討する。 

 

③航海訓練に要する費
用の徴収 

航 海 訓 練 に つ い
て、平成 30 年度まで
に適正な受益者負担
のあり方について検
討するとともに、「乗
船実習訓練負担金」
について、国の施策
に基づき着実に実行
する。 

 

 

①授業料の段階的引
き上げ 

自己収入の更なる
拡大を図るため、海
技専攻課程海技士コ
ース（三級海技士～
五級海技士）（以下
「海技士コース」と
いう）の授業料につ
いて、海上技術コー
スの授業料を基準
に、引き上げる。 

 

②入学料の引上げ 

 自己収入の更なる
拡大を図るため、海
技士コース（五級）
の入学料について
は、81,500 円を徴収
する。 

 

 

 

 

③航海訓練に要する
費用の徴収 

適正な受益者負担
のあり方について検
討するとともに、「乗
船実習訓練負担金」
について、国の施策
に基づき着実に実行
する。 

  

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・海技士コースの授
業料について、海上
技術コースの授業料
を基準に、令和 2 年
以降の入学生から適
用できるよう、段階
的な引上げについて
検討する。 

・専修科の入学料を
引き上げることを検
討する。 

 

＜評価の視点＞ 

・計画どおり授業料
の引き上げを行った
か。また、入学料の
引き上げを検討した
か。 

 

＜主要な業務実績＞ 

1 授業料の段階的引き上げ 

・授業料の引上げについて、令和 2 年度以降激
変緩和のため 3 年間で段階的に引き上げるこ
ととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 入学料の引き上げ 

・令和 2 年度以降の入学料引上げについて、四
級（五級免状有)については２年間、五級につ
いては 3 年間に渡り段階的に引き上げる期間
を設けることにより、激変緩和措置を図るこ
ととした。なお、コロナ禍において、海技士
コース（四級及び五級）の値上げについて
は、実施時期を変更し、令和 3 年 1 月から実
施した。 

 

 

3 航海訓練に要する費用の徴収 

・乗船実習訓練負担金を月額 430,000 円に引き
上げた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

「業務実績欄」に示すとおり年度
計画を達成したため、自己評価をB

評定とした。  
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④講習における適正な
受益者負担の検討 

海技大学校が行う
船舶運航実務課程に
ついては、講習の実
施経費と講習料との
関係を踏まえて、実
施する講習を精査
し、継続する講習に
あっては、講習料の
引き上げ等により、
海運会社、受講者に
対し適正な受益者負
担を求める。 

 

④講習における適正
な受益者負担の検討 

 海技大学校が行う
船舶運航実務コース
（海運事業者に雇用
された船員に対する
再教育コース）の授
業料について、物件
費及び人件費相当額
を基準に引き上げ
る。 

 

 

 

 

⑤その他自己収入 

 より多様な財源の
確保を図るため、以
下の取組を行う。 

 

ア OB、関係業界や
経済界一般等からの
寄附金等を募る。 

 

イ 帆船の寄港要請
にかかる地元自治体
等から燃料費に相当
する負担金の徴収を
行う。また、更なる
帆船を活用した自己
収入拡大策について
も検討を進める。 

 

ウ 練習船における
実習環境改善に要す
る費用について、実
費相当額を徴収す
る。 

 

4 講習における適正な受益者負担の検討 

・あり方検討会とりまとめを受け、海技大学校
内の将来計画検討委員会において検討し、「船
舶運航実務コース」の授業料引上げについて
決定し、教育規程に規定する「各コース等の
入学検定料等を定める達」の改正を実施し
た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 その他の自己収入の確保の取組 

ア OB、関係業界や経済界、一般等からの寄附
金等を募り、個人会員 79 口、法人会員 5 口の申
し込みがあった。 

 

イ 新型コロナウイルス感染症対策及び乗船履
歴等代替措置を講じて、適切に実習訓練を継続
し乗船履歴を付与するため、海事局と協議を図
り、要請元の理解を得ながら、寄港要請への対
応は全て中止した。 

 

ウ 練習船実習生から実習生厚生費として月額
2,000 円を徴収した。 

 

4．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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業務実績等報告書様式 1－1－4－2 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ－（2） 保有資産の検証・見直し 

当該項目の重要度、難

易度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年

度値等） 

28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         
 

3．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価  

業務実績 自己評価 

 保有資産について

は、資産の利用度の

ほか、本来業務に支

障のない範囲での有

効利用の可能性、経

済合理性などの観点

に沿って、保有の必

要性について検証す

る。 

保有資産について

は、資産の利用度の

ほか、本来業務に支

障の無い範囲での有

効利用の可能性、経

済合理性等の観点に

沿って保有の必要性

について検証する。 

保有資産について

は、資産の利用度の

ほか、本来業務に支

障のない範囲での有

効利用の可能性、経

済合理性等の観点に

沿って保有の必要性

について検証する。 

＜評価の視点＞ 

・保有資産の必要性に

ついて検証したか。 

＜主要な業務実績＞ 

・保有資産については、引き続き保有して事

業に活用することを確認した。 

・利用度の低下が見られた乗船事務室（土

地、建物）、交通艇しんとく（船舶）、浮桟

橋（構築物）については、今後も引き続き

利用する見込みがないことから、国土交通

大臣に対し、国庫納付申請を行った。 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

「業務実績欄」に示すとおり年度計

画を達成したため、自己評価を B 評

定とした。  

  

 

 

4．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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業務実績等報告書様式 1－1－4－2 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ－（3） 業務達成基準による収益化 

当該項目の重要度、難

易度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年

度値等） 

28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         
 

3．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価  

業務実績 自己評価 

 独立行政法人会計

基準の改訂(平成 12

年 2 月 16 日独立行

政法人会計基準研究

会策定、平成27年1

月 27 日改訂)等によ

り、運営費交付金の

会計処理として、業

務達成基準による収

益化が原則とされた

ことを踏まえ、収益

化単位の業務ごとに

予算と実績を管理す

る体制を構築する。 

 

独立行政法人会計

基準の改訂(平成12年

2 月 16 日独立行政法

人会計基準研究会策

定、平成 27年 1月 27

日改訂)等により、運

営費交付金の会計処

理として、業務達成

基準による収益化が

原則とされたことを

踏まえ、収益化単位

の業務ごとに予算と

実績を管理する体制

を構築する。 

独立行政法人会計

基準の改訂（平成 12

年 2月 16日独立行政

法人会計基準研究会

策定、平成 27 年 1月

27 日改訂）等によ

り、運営費交付金の

会計処理として、業

務達成基準による収

益化が原則とされた

ことを踏まえ、収益

化単位の業務ごとに

予算と実績を管理す

る。 

＜評価の視点＞ 

・収益化単位の業務ご

とに予算と実績を管理

する体制を構築した

か。 

＜主要な業務実績＞ 

・収益化単位の業務ごとに、予算と実績を管

理する体制は構築（平成 29 年度）済みであ

る。 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

「業務実績欄」に示すとおり年度計

画を達成したため、自己評価を B 評

定とした。  

  

 

 

4．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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業務実績等報告書様式 1－1－4－2 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ―（4） 予算、期間中の収支計画、期間中の資金計画 

当該項目の重要度、難

易度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年

度値等） 

28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         
 

3．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価  

業務実績 自己評価 

  別紙のとおり 

 

別紙のとおり ＜評価の視点＞ 

・年度計画に定めた

当該予算による運営

を行ったか。 

＜主要な業務実績＞ 

・別紙 1，2，3 のとおり 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

「業務実績欄」に示すとおり年度計

画を達成したため、自己評価を B 評

定とした。  

  

 

 

4．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 

  



31 

 

業務実績等報告書様式 1－1－4－2 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ－（5） 短期借入金の限度額 

当該項目の重要度、難

易度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年

度値等） 

28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         
 

3．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価  

業務実績 自己評価 

  予見し難い事故等

の事由に限り、資金

不足となる場合にお

ける短期借入金の限

度額は、1,400 百万円

とする。 

予見し難い事故等

の事由に限り、資金

不足となる場合にお

ける短期借入金の限

度額は、1,400 百万円

とする。 

 ＜主要な業務実績＞ 

・令和２年度は該当なし 

   

 

 

4．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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業務実績等報告書様式 1－1－4－2 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ－（6） 重要な財産の処分等に関する計画 

当該項目の重要度、難

易度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年

度値等） 

28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         
 

3．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価  

業務実績 自己評価 

  該当なし 該当なし  ＜主要な業務実績＞ 

・令和２年度は該当なし 

   

 

 

4．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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業務実績等報告書様式 1－1－4－2 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ－（7） 剰余金の使途 

当該項目の重要度、難

易度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年

度値等） 

28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         
 

3．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価  

業務実績 自己評価 

  期間中に生じた剰

余金は、計画の達成

状況に応じて、機構

の目的の確実な達成

のための施設・設備

等の整備、研究調査

費等教育基盤の整備

拡充等のため使用す

る。 

 

①施設・設備、訓練機

材等の整備 

②安全管理及び研究調

査の推進 

③燃料費の高騰等によ

る練習船の運航経費

の不足 

 

期間中に生じた剰

余金は、計画の達成

状況に応じて、機構

の目的の確実な達成

のための施設・設備

等の整備、研究調査

費等教育基盤の整備

拡充等のため使用す

る。 

 

①施設・設備、訓練

機材等の整備 

②安全管理及び研究

調査の推進 

③燃料費の高騰等に

よる練習船の運航経

費の不足 

 ＜主要な業務実績＞ 

・令和２年度は該当なし 

   

 

 

4．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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【目的積立金等の状況（参考情報）】                                                               （単位：百万円、％） 

 平成 28 年度末 

(初年度) 

平成 29 年度末 平成 30 年度末 令和元年度末 

 

令和 2 年度末 

（最終年度） 

前中期目標期間繰越積立金 4 2 1 1 1 

目的積立金 － － － － － 

積立金 － 31 － － 180 

 うち経営努力認定相当額      

その他の積立金等 － － － － － 

運営費交付金債務 74 47 44 50 0 

当期の運営費交付金交付額(a) 6,724 6,754 6,623 5,895 7,094 

 うち年度末残高(b) 74 47 44 50 0 

当期運営費交付金残存率(b÷a) 1.1％ 0.7％ 0.7％ 0.8％ － 

(注 1)横列は、当目標期間の初年度から最終年度まで設けること。 

(注 2)最終年度における「前中期目標期間繰越積立金」、「目的積立金」、「積立金」には、次期中期目標期間への積立金の繰越しを算定するために各勘定科目の残余を積立金に振り替える前の額を記載す

ること。 

(注 3)「うち経営努力認定相当額」には、最終年度に経営努力認定された額を記載すること（最終年度に経営努力認定された利益は「目的積立金」には計上されずに、「積立金」に計上された上で次期中

期目標期間に繰り越される。）。 

(注４)「その他の積立金等」には、各独立行政法人の個別法により積立が強制される積立金等の額を記載すること。 
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業務実績等報告書様式 1－1－4－2 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ―（1） 施設・設備の整備 

当該項目の重要度、難

易度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年

度値等） 

28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         
 

3．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価  

業務実績 自己評価 

 機構の目的の確実
な達成のために、必
要となる施設に関す
る整備計画を策定
し、効果的な業務運
営を図る。  

機構の目的の確実
な達成のため、必要
となる施設・設備に
関する整備計画を策
定し、効果的な業務
運営を図る。 

なお、本計画は、
毎年の業務運営状況
等を総合的に勘案
し、必要な見直しを
行うものとする。 

 

①海技大学校の西学生
寮、波方海上技術短
期大学校の校舎及び
学生寮等を整備す
る。 

 

施設・設備の内容 

・教育施設整備 

学校施設の耐震改修
工事 等 

予定額（百万円） 

・総額 3,141 

財 源 

・独立行政法人海技
教育機構施設整備費
補助金 

 

②校内練習船につい
て、将来的な必要性
を検討し、代替計画
を策定する。 

機構の目的の確実
な達成のため、必要
となる施設・設備に
関する整備計画を策
定し、効果的な業務
運営を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校内練習船につい
て、養成課程の検討
に併せ、将来的な必
要性を検討する。 

 ＜主要な業務実績＞ 

1 令和元年度に補正予算措置された海技大
学校教室及び波方海上技術短期大学校学
生寮の耐震工事は令和 2 年度に計画どお
り完了した。 

また、補正予算措置された海技大学校、
波方海上技術短期大学校、口之津海上技
術学校の耐震工事については、令和 3 年
度に契約手続きを行う。（別紙 4）  

 

2 学校の校内練習船について、養成定員及び
養成課程の見直しに合わせて、将来的な必
要性を検討した。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

「業務実績欄」に示すとおり年度計
画を達成したため、自己評価を B 評
定とした。  

 

 

  

 

 

4．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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業務実績等報告書様式 1－1－4－2 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ―（2） 人事に関する計画 

当該項目の重要度、難

易度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年

度値等） 

28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

人事交流 

（計画値） 

期間中 

300 名以上 

期間中 

250 名以上 

 

60 名以上 

 

60 名以上 

 

 60 名以上 

 

60 名以上 

 

60 名以上 

 

人事交流 

（実績値） 

   

64 名 

 

66 名 

 

76 名 

 

71 名 

 

62 名 

 

達成度   106.7％ 110.0％ 126.7％ 118.3％ 103.3% 
 

職員研修 

（計画値） 

期間中 

950 名以上 

期間中 

750 名以上 

 

190 名以上 

 

190 名以上 

 

190 名以上 

 

190 名以上 

 

190 名以上 

 

職員研修 

（実績値） 

   

327 名 

 

427 名 

 

556 名 

 

454 名 

 

816 名 

 

達成度   172.1％ 224.7％ 292.6％ 238.9％ 429.5% 
 

 

3．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価  

業務実績 自己評価 

 船員教育の質の向
上や効率的な教育の
実施を図るために、
座学を行う船員教育
機関及び海運会社等
との人事交流を積極
的に推進する。 

また、教職員に求
められる能力・専門
性を向上させるべ
く、研修等を通じた
人材育成策を拡充す
る。 

船員教育の質向上
や効率的な教育及び
訓練の実施、組織の
活性化を図るため、
次の取組を行う。 

 

①船員教育機関、海
運会社及び海事関連
行政機関等と期間中
に 300 名以上の人事
交流を行う。 

 

②職員の資質・能力
の維持及び向上を図
り、加えて人材の適
切な配置及び業務の
効率化とともに海技
教育の質向上に資す
るため、職務別及び
階層別に体系付けた
職員研修計画を策定
し、外部への委託研
修のほか、職員の知
見を活用した内部研
修を推進し、期間中
延べ 950 名以上の職
員に対して研修を効

船員教育の質向上
や効率的な教育及び
訓練の実施、組織の
活性化を図るため、
次の取組を行う。 

 

①船員教育機関、海
運会社及び海事関連
行政機関等と 60 名以
上の人事交流を行
う。 

 

②職員の資質・能力 

の維持及び向上を図
り、加えて人材の適
切な配置及び業務の
効率化と海技教育の
質向上に資するた
め、外部委託研修の
ほか、職員の知見及
び施設・設備を有効
活用した内部研修を 

190 名以上の職員に
対し実施する。 

＜主な定量的指標＞ 

・船員教育機関、海
運会社及び海事関連
行政機関等と 60 名以
上の人事交流を行
う。 

・190 名以上の職員
に対して研修を実施
する。 

＜主要な業務実績＞ 

1  海運会社 28 名及び海事関連行政機関等 34

名、計 62 名の人事交流を行い、船員教育の質
向上や効率的な教育及び訓練の実施、組織の
活性化を図った。 

 
 
 
 
 
 
 

2 外部委託及び内部研修計 816名に対して研修を
実施し、職員の資質・能力の維持及び向上を図
り、加えて人材の適切な配置及び業務の効率化
と海技教育の質向上を図った。 

 

○ 実施した主な研修 

【外部研修】 

・墜落制止用器具使用従事者特別教育講習 

・企業会計（基礎）研修 

・令和 2 年度政策評価に関する統一研修 など 

【内部研修】 

・ファーストステップ研修 

・管理職者研修 

・コンプライアンス研修 

・STCW 条約第 6 章基本訓練 

＜評定と根拠＞ 

評定：B  

  

「業務実績欄」に示すとおり年
度計画を達成したため、自己評
価を B 評定とした。  
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率的に実施する。 ・墜落制止用器具使用従事者特別教育講習 など 

 

【添付資料 14 人事交流及び教職員の研修実績】 

 

 

4．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 

 

 

業務実績等報告書様式 1－1－4－2 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ―（3） 積立金の使途 

当該項目の重要度、難

易度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年

度値等） 

28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         
 

3．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価  

業務実績 自己評価 

  前中期目標期間中

からの繰越積立金

は、前中期目標期間

までに自己収入財源

で取得し、本中期目

標期間へ繰り越した

有形固定資産の減価

償却に要する費用等

に充当する。 

前中期目標期間中

からの繰越積立金

は、前中期目標期間

までに自己収入財源

で取得し、本中期目

標期間へ繰り越した

有形固定資産の減価

償却に要する費用等

に充当する。 

＜評価の視点＞ 

・積立金は、有形固

定資産の減価償却に

要する費用等に充当

したか。 

＜主要な業務実績＞ 

・令和２年度の繰越額は、526,473 円となって

いる。このうち、145,784 円を有形固定資産の

減価償却費、たな卸資産に係る取崩しに充当

した。 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

「業務実績欄」に示すとおり年度計

画を達成したため、自己評価を B 評

定とした。  

 

 

 

4．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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業務実績等報告書様式 1－1－4－2 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ―（4） 内部統制の充実・強化 

当該項目の重要度、難

易度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年

度値等） 

28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

重大事故発生件数     1    

         

         

         
 

3．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価  

業務実績 自己評価 

 「独立行政法人の
業務の適正を確保す
るための体制等の整
備」（平成26年11月
28 日総務省行政管
理局長通知）に基づ
き、業務方法書に定
めた事項を確実に実
施する。 

特に、座学教育
及び航海訓練につい
ては、リスク管理の
徹底により、期間内
の重大事故発生件数
0 件を目指す。 

また、法人の長
がこれらの実施状況
について実態を把握
し、継続的な分析、
必要な見直しを行
う。 

業務方法書に定め
た事項に基づき、法
令等を遵守しつつ効
果的かつ効率的に業
務を運営し、法人の
使命を果たすため、
内部統制の充実・強
化を図る。 

 

特に、座学教育及
び航海訓練について
は、リスク管理の徹
底により、期間内の
重大事故発生件数 0

件を目指す。 

また、機構の業務
の実施状況につい
て、実態を把握し、
継続的な分析、必要
な見直しを行うた
め、内部統制に関す
る委員会を毎年度開
催する。 

 

①コンプライアンス
の一層の推進を図る
ため、内部通報制度
の環境整備を行うと
ともに、コンプライ
アンス推進に係る教
育・研修を実施す
る。 

 

 

 

 

 

 業務方法書に定め
た事項に基づき、法
令等を遵守しつつ効
果的かつ効率的に業
務を運営し、法人の
使命を果たすため、
内部統制の充実・強
化を図る。 

 

 特に、座学教育及び
航海訓練について
は、リスク管理の徹
底により、年度内の
重大事故発生件数 0

件を目指す。 

 また、機構の業務の
実施状況について、
実態を把握し、継続
的な分析、必要な見
直しを行うため、内
部統制に関する委員
会を開催する。 

 

 

① コンプライアンス
については、教育に
携わる職員も多数抱
えていることに鑑
み、外部専門家の知
見を活用し、より効
果的な教育・研修を
実施することで、職
員のコンプライアン
スに関する意識をよ
り一層向上させ、全
職員に徹底的な浸
透、定着を図る。 

＜評価の視点＞ 

・内部統制に関する
委員会を毎年度開催
したか。 

・外部通報制度の環
境整備を行ったか。 

・コンプライアンス
推進に係る教育・研
修を実施したか。 

・業務運営における
リスクを適切に管理
したか。 

 

＜主要な業務実績＞ 

1 内部統制に関する委員会を 3 回開催し、以
下の取組内容の報告、審議を行い、適切に内
部統制の充実・強化が図られていることを点
検した。 

・コンプライアンス研修等の実施及び実施状
況報告 

・モニタリング体制の見直し 

・モニタリング（内部監査等）の実施及び実
施状況報告 

・公益通報の実績報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

内部統制に関する委員会開催を始
め、コンプライアンス推進に係る教
育・研修を実施し、業務運営におけ
るリスク管理の徹底により、重大事
故は発生しなかったため、自己評価
を B 評定とした。 
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②リスクマネジメン
トを通じ、業務運営
におけるリスクを適
切に管理する。 

② リスクマネジメン
トを通じ、業務運営
におけるリスクを適
切に管理する。 

 

 

 

 

 

③令和元年度に唐津
海上技術学校で発生
した事案に関して
は、再発防止に向け
て、可能なものにつ
いては直ちに着手す
るとともに、機構内
に外部有識者等を加
えた「再発防止対策
検討・検証委員会(仮
称)」を設置し、本年
6 月を目途に所要の
とりまとめを行い、
速やかに実行に移す
ことにより、再発防
止に全力を尽くす。 

２ リスクマネジメント委員会を3回開催し、
以下の取組を行った。 

・リスクマネジメント規程の改正 

・本部事業継続計画（ＢＣＰ）の改正 

・優先対応リスク対応計画の策定 

・危機対応指針の新規策定 

・次期中期に向けたリスクの洗い出し及び評
価作業の結果報告 

 

３ 安全衛生対策推進委員会を5回開催し、以
下の取組を行った。 

・令和 2 年度学校安全衛生活動計画策定 

・令和2年度船員災害防止実施計画策定及び健
康保持増進実施計画策定         

・校内委員会、船内委員会、航海訓練部会及
び安全・危機管理室報告 

・台風 10 号に係る対応状況の確認等 

・令和 3 年度学校における安全重点施策の策  
定 

   

４ 新型コロナウイルス対策本部を設置し、
会合を 16 回開催、以下の取組のほか、感染対
策に関する情報共有等を行った。 

・学校授業再開、乗船実習再開等決定 

・「海技教育機構における新型コロナウイルス
感染対策」の策定及び随時改定 

・「海上技術学校・海上技術短期大学校におけ
る新型コロナウイルス感染防止対応ガイド
ライン」の策定及び随時改定 

・「練習船における新型コロナウイル感染防止
対応ガイドライン」の策定及び随時改定 

 

５ 外部有識者5名を委員とした「唐津校事案
に係る再発防止対策検討・検証委員会」を設
置し、5 回の委員会を開催、とりまとめの報告
書を受け取った（R2.9 月）。これを受け、機構
内では「唐津校事案再発防止対策検討・検証
委員会 対応 WG」を設置。本会合を 4 回開催
し、すでに取り組んでいる対策を含め、再発
防止対策を策定した。令和3年度から、対策の
実施状況について検証する体制を構築した。  

 

 

4．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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業務実績等報告書様式 1－1－4－2 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ―（5） 監事の機能強化等によるガバナンス強化 

当該項目の重要度、難

易度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年

度値等） 

28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         
 

3．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価  

業務実績 自己評価 

 監事の機能強化

等を行うための体制

を整備し、監事の機

能の実効性を向上さ

せる。 

内部監査を実施

し、監査結果に基づ

くフォローアップを

適切に行うことによ

り、ガバナンスの強

化を推進する。 

内部監査を実施

し、監査結果に基づ

くフォローアップを

適切に行うことによ

り、ガバナンスの強

化を推進する。 

＜評価の視点＞ 

・ガバナンスの強化

を推進したか。 

＜主要な業務実績＞ 

・監査計画に基づき、内部統制及びコンプラ

イアンスの強化並びに組織統合に伴う効果

やその取組状況等を中心として、学校 4 校

（館山校、唐津校、口之津校、小樽校）、練

習船2隻（日本丸、銀河丸）及び本部の監事

による監査を実施した 

・監査計画に基づき、事前に監査対象箇所に

質問状を送付し、監査の効率を図ってい

る。監査結果については、フォローアップ

を行い、ガバナンスの強化を図った。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

「業務実績欄」に示すとおり年度

計画を達成したため、自己評価を

B 評定とした。 

 

  

 

 

4．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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業務実績等報告書様式 1－1－4－2 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ―（6） 情報セキュリティ対策 

当該項目の重要度、難

易度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年

度値等） 

28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         
 

3．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価  

業務実績 自己評価 

 「サイバーセキュ

リティ戦略」（平成

27年 9月 4日閣議決

定）等の政府の方針

に基づき、法人が保

有する情報システム

に対するサイバー攻

撃への防御能力強

化、攻撃に対する組

織的対応能力の強化

等の適切な情報セキ

ュリティ対策を推進

する。 

内閣官房情報セキュ

リ テ ィ セ ン タ ー

(NISC)策定の「政府

機関の情報セキュリテ

ィ対策のための統一基

準群」（平成 26 年 5 月

19 日情報セキュリテ

ィ政策会議第 39 回会

合改定）に基づき、機

構内の情報セキュリテ

ィ対策の強化を図る。 

 

内閣官房情報セキュ

リ テ ィ セ ン タ ー

(NISC)策定の｢政府

機関の情報セキュリ

ティ対策のための統

一基準群」（平成 28

年 8 月 31日改定）に

基づき、機構内の情

報セキュリティ対策

の強化を図る。 

＜評価の視点＞ 

・機構内の情報セキ

ュリティ対策の強化

を図ったか。 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

情報セキュリティ対策として、以下の取組等を

実施した。 

 

・平成 30年改定「政府機関の情報 セキュリティ

対策のための統一基準群」に対応した情報セ

キュリティポリシー等の見直しに伴う各規程

の改正を行った。 

・情報化推進委員会及び情報セキュリティ対策

委員会を開催し、情報セキュリティ対策推進

計画及び情報セキュリティマネジメント監査

報告書を踏まえた改善計画を決定した。 

・令和 2 年度情報セキュリティ対策推進計画を

作成し、練習船・学校を含めた全役職員に対

して、最新の事例を用いて、教育及び自己点

検を実施して、情報セキュリティに関する意

識の向上を図ったセキュリティ監査会社によ

る情報セキュリティ内部監査を学校 2 校（口

之津校、唐津校）及び練習船 1 隻（日本丸）

で実施した。 

・本部担当職員を NISC 開催の各種勉強会等に

参加させた。 

・平成 28 年度波方校で発生した情報漏洩事案を

受けて、平成 29 年 9 月からセキュリティ強化

の取組として、全ての職員のPCからの内部ネ

ットワークとインターネットの利用を切り離

す分離化工事を開始した。令和元年 12 月に

は、本部、海技大学校及び学校といった陸上

部門のPCに、新たに構築した分離化のための

ソフトを導入する工事を終え、令和 2 年度に

は、分離化ソフトが運用可能な状態となった

ことを受け、個々の端末での起動を確認しつ

つ運用開始のための環境整備を進めた。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

「業務実績欄」に示すとおり年度

計画を達成したため、自己評価を

B 評定とした。 
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4．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 

 

 



別　紙　１

予算（令和2年度）
（単位：百万円）

海技教育の実施 研究の実施 成果の普及・活用促進 法人共通 合　計

収入
運営費交付金 5,587 298 192 1,018 7,095
施設整備費補助金 0 0 0 0 0
受託収入 0 2 25 0 27
業務収入 1,061 0 0 0 1,061

計 6,648 300 217 1,018 8,183

支出
業務経費 2,253 11 6 0 2,270
施設整備費 0 0 0 0 0
受託経費 0 2 25 0 27
一般管理費 0 0 0 292 292
人件費 4,395 287 186 726 5,594

計 6,648 300 217 1,018 8,183

（注）単位未満を四捨五入しているため合計額が合わない場合がある。

［人件費の見積り］

[注記]

　年度中総額 4,440百万円を支出する。
　当該人件費の見積りは、予算表中の人件費の内、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び休職者給与の費用である。（非常
勤役員報酬等を除く。）

区　分

　退職手当については、役員退職手当支給規程及び職員退職手当支給規程に基づいて支給することとなるが、その全額について、運営費交付金を
財源とするものと想定している。



別　紙　２

収支計画（令和2年度）
（単位：百万円）

海技教育の実施 研究の実施 成果の普及・活用促進 法人共通 合　計

費用の部 6,950 300 217 1,024 8,491
経常費用 6,950 300 217 1,024 8,491

業務経費 6,648 298 192 0 7,138
受託経費 0 2 25 0 27
一般管理費 0 0 0 1,018 1,018
減価償却費 302 0 0 6 308

収益の部 6,950 300 217 1,024 8,491
経常収益 6,950 300 217 1,024 8,491

運営費交付金収益 5,587 298 192 1,018 7,095
受託収入 0 2 25 0 27
業務収入 1,061 0 0 0 1,061
資産見返負債戻入 302 0 0 6 308

純利益 0 0 0 0 0
目的積立金崩額 0 0 0 0 0
総利益 0 0 0 0 0

（注）単位未満を四捨五入しているため合計額が合わない場合がある。

区　分



別　紙　３

資金計画（令和2年度）
（単位：百万円）

海技教育の実施 研究の実施 成果の普及・活用促進 法人共通 合　計

資金支出 6,648 300 217 1,018 8,183
6,648 300 217 1,018 8,183

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

資金収入 6,648 300 217 1,018 8,183
6,648 300 217 1,018 8,183

運営費交付金による収入 5,587 298 192 1,018 7,095
受託収入 0 2 25 0 27
業務収入 1,061 0 0 0 1,061

投資活動による収入 0 0 0 0 0
施設整備費補助金による収入 0 0 0 0 0

（注）単位未満を四捨五入しているため合計額が合わない場合がある。

次期中期目標期間への繰越金

区　分

業務活動による支出 
投資活動による支出 

業務活動による収入 



Ⅳ－（１）施設・設備の整備 別　紙　４

令和２年度計画 令和２年度契約実績

施設・設備の内容
予定額

（百万円）
財源 施設・設備の内容

契約額
（千円）

財源

教育施設整備
学校施設の耐震改修工事

0
独立行政法人海技教育機構
施設整備費補助金

海技大学校西教室等耐震改修工事 319,495
独立行政法人海技教育機構
施設整備費補助金

合計 0 波方海上技術短期大学校学生寮耐震改修工事 94,105
独立行政法人海技教育機構
施設整備費補助金

合計 413,600

＊ 契約実績は令和元年度補正予算分



【機密性2情報(L)】
令和3年6月28日

　添付資料

独立行政法人海技教育機構

令和２事業年度評価
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※令和2年度は小樽校の短大化にそなえて、募集を停止したため海上技術学校の入学者は110名となっている。

〇応募倍率：応募者数／入学定員
〇実質倍率：実受験者数（※）／合格者数 ※実受験者数は重複受験者を除いた数

添付資料1

養成定員等の推移
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添付資料2

海事関連企業等への就職率
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※令和２年度については乗船実習科進学者も含む。



○合格率

　　四級海技士（航海・機関両方）の合格率

　　三級海技士（航海または機関)の合格率

添付資料3

　　三級海技士（航海又は機関の合格率）

海技士国家試験の合格実績
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〇海運業界からの意見

〇学生の感想

〇教育等への反映

（一部抜粋）

・勉強して免許を取ること。必要な資格は就職してからとれる。学校でとれる資格を確実にすることと、心構えを
しっかりしてきて欲しい。小型の免許は取っておいた方が良い。

・会社が求める人材は、上級免状の取得はもちろんですが、元気な人、コミュニケーション能力がある人、協調
性のある人であることがわかりました。

・ロープはよく勉強してきて欲しい。学校で教えてもらったことは、基本的なものなので覚えてきた方が良い。手
抜きはしないように。

・会社側の求める人材としてコミュニケーションを取れる人、協調性のある人、日常生活のマナーが守れる人、
相手の事を考えることができる人と説明を受け、少しでも生活の中で意識し、会社が求める人材に近づけるよ
うになりたいと思いました。

・HPや求人票だけではわからない荷役の話など仕事内容について聞け、また、パワーポイントの内容も良く、
わかりやすくイメージしやすかったです。実家にいる両親にもURLを送って一緒に見てもらえたのもよかったで
す。

・テンポ良く配信されていたので非常に見やすくとても有意義でした。見たい会社が同じ時間にかぶってしまっ
たが、オンデマンド配信で見れるので後で視聴したい。情報をしっかりと得られれば、コロナ禍でのハンデを乗
り越えられると思いました。

・現場の意見はあらゆる船舶に共通するものもあり、大変有意義であったと感じます。船社の考えを知り、学校
の現状を知っていただく、これからもこのような機会を大切にしたいと思いました。

・リモート形式の説明会は物理的な距離に関係なく船社の参加ができて融通が利くという利点があり、学生側
もそれについては一応理解しているが、一方向性に不満を持つ者も多い。その場での質疑応答を加えることで
学生の心証面での充実度は格段に向上することが分かった。学校・船社側の双方がリモートの活用技術を向
上させることが「いまどき」であり、学生の就職指導や就職試験などのスムーズな実施につながるものと思わ
れる。

・素直でルールを守る精神を持つ生徒を求めている。

・コミュニケーション能力が大事だ。先輩が何も教えてくれないじゃなくて、自分たちから聞く姿勢がない。わか
らないことはどんどん聞く。

・学校にいる内に安全に対する意識やコミュニケーションスキルを身に付けて欲しい。

中部地方船員対策連絡協議会 114

全国内航タンカー海運組合 195

内航タンカー海運組合講演会 全国内航タンカー海運組合 64

                                                                                                                    他海事関係団体

添付資料4

海運業界等との連携（意見交換会等）

○海運業界等との意見交換会や学生への説明会等・・・71回
主　な　相　手　方

日本船主協会、各地方船員対策連絡協議会、全国内航タンカー海運組合、全日本海員組合

○就職説明会等への学生の参加・・・672名

開　　催　　名 主　　催 参加人数

海技者セミナー 地方運輸局 299

全国内航タンカー海運組合WEB懇談会

船員就職セミナー



１．視察会（意見交換会）実績

（１）令和２年３月８日　外航海運事業者（WEB）

（２）令和２年３月１０日　内航海運事業者（WEB）

２． 設問及び結果

①練習船の訓練内容は社船の現場で役に立つと思いますか？

②教官の指導方法は適切ですか？

③実習生の取組態度は良好ですか？

④社船の現場で必要な技能を習得するための設備を備えていますか？

⑤船内の設備など、実習生の生活環境は良好ですか？

３． 自由意見（抜粋）

・

・

・

・

・

・

・

　「練習船の訓練内容は社船の現場で役に立つと思いますか？」との問いに対して83.3％が「そう思う」、「少
しそう思う」との回答だった。

添付資料5

練習船視察会アンケート結果

回答数　６

回答数１１

　※動画公開期間（１）（２）共、令和３年２月２６日～３月１２日

今回のWEBでの実施が意外にも良かった。コロナ禍の中こういった方法も取り入れながら広く周知してい
くことが大事だと思う。

教育機関、船社が一体となって、船員育成出来る流れが出来てくると就職後のミスマッチも無くなり、船
乗りとなる若い青年たちには良いと思います。

生活環境について、我々の立場ではなく、学生の立場で考えることが必要。我々としては十分と思っても
今の学生に不足と思うところがあると思う。

今後も体験型の行事を取り入れて情報提供してほしい。

初めて参加させて頂きました。実習船での実際の様子を見ることができ、具体的にどのようなことを行っ
ているかが分かり勉強になりました。

夢や希望を持って乗船されるのだと思うが、定着率があまりにも悪く、どう接すれば定着率があがるのか
現場に戸惑いがあるので、学生の意見を聞き双方で改善点を探りたい。

日頃、目にすることのない実習生の取り組み内容を視聴できました。ありがとうございます。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

⑤生活環境は良好か

④適切な設備か

③実習生の態度は良好か

②指導方法は適切か

①社船の現場で役に立つか

そう思う 少しそう思う どちらでもない 少し思わない 思わない



○アンケートの質問内容

・受講のきっかけ

・講習内容の満足度（5段階評価）

・講習期間の満足度（5段階評価）

・受講後、今後の参考になると感じた講義内容

・受講後、不要と感じた講義内容

・今後、受講を希望する講習または講義内容

・その他、ご意見やご感想

○「講習内容の満足度」の集計結果（航海科：140　機関科：39）

○「その他、ご意見やご感想」からの抜粋

＜航海科＞

・

・

・

・

・

・

＜機関科＞

・

・

・

・

・

・

航海科 99.3% 0.7%

添付資料6

講習受講者アンケート結果（実務教育）

肯定的な評価
（大変満足した、満足した、

ほぼ満足した）

否定的な評価
（あまり満足していない、

満足していない）

各種作業の正しいやり方を学べて非常にためになりました。＜甲板作業管理者＞

機関科 100.0% 0.0%

合計 99.4% 0.6%

教本と実体験の内容バランスが良くわかり易かった。＜原油タンカーシミュレータ＞

非常に参考になりました。いざという時に今回学んだことがいかせるよう復習していきた
いです。＜限定救命艇手講習＞

これまではただ機械をさわっているだけだったが今講習でECDISについて詳しく理解を深め
ることができ、すごく良い講習でした。今後、正しく使用し安全航海に努めていきたい。
＜ECDIS Generic訓練＞

シミュレーションを通してブリッジでのコミュニケーションの取り方を学べて良かったと
思います。＜内航BRM3日間＞

普段触れることができない無線機器の操作ができたので参考になった。
＜GMDSS(外国船舶監督官のGMDSS研修)＞

自己のスキルアップに繋がった。これを船でも生かしたい。＜海事英語（新人研修）［機関科］＞

DVDでの例がピンとこなかったののがあったが実機を使っての講習やブリーフィングはこれ
から三機士になる上で良い経験になったと思う。＜ERM-1＞

他社合同での訓練を続けてほしい。  ＜ERM-1＞

説明のわかりやすい講師の方が多く、どの研修も理解しやすかった。＜新人機関士＞

安全に対する考えを再確認できた。＜安全担当者＞

船上での関連事項があった方が良い。＜安全担当者＞



○独自研究…３２件（内新規：１０件）

○受託研究…５件（内新規：４件）

○共同研究…１５件（内新規：７件）

4 アンモニア・水素燃料船に乗船する船員の能力等に関する要件に係る検討 R2 R2

5 走錨の検知に関する実験的研究 R1 R4

6 船舶放射騒音の推定手法に関する研究 R1 R3

5 自動運航船運航者の能力検討に関する基礎調査 R2 R2

研究項目 開始年度 終了予定年度

3 船員の疲労に関する研究（睡眠覚醒度） R1

2

無人運航システムに係る安全評価の基盤となる船員スキル定量化（基準化） R2 R3

31 ENCの各種情報レイヤーを用いた、効果的な教育方法に関する研究 R2 R5

32 船舶機関士の熟練における人間特性に関する研究 R2 R5

3

1 操船シミュレータ訓練等における調査研究 R2 R2

2 舶用機器の寿命診断手法に関する研究 R1 R2

29
練習船における効率的かつ効果的な講義・実習方法の検証
 ―映像講義による学習効果の向上について―

R2 R3

30 フルハーネス型墜落制止用器具の特別教育について R2 R2

研究項目 開始年度 終了予定年度

27
非言語（ジェスチャー）を活用した訓練手法
―混乗船における機関室内での英語によるコミュニケーションの円滑化

R2 R4

28 機関室で発生する不具合の調査分析－自律運行船への課題 R2 R3

25 『IMO 標準海事通信用語集』における海事英語語彙の特徴 R2 R3

26 舶用機器の表面温度計測による異常診断手法に関する研究 R2 R4

23 ソーシャルネットワークシステムによる海事英語教育に関する一考察 R2 R2

24 太陽電池及び燃料電池の船舶電源や電気推進システムへの導入に関する研究 R2 R4

21 自発的な海事英語学習を支援する海事英語演習プログラムの考案 R1 R2

22 旅客船の緊急事態における情報バリアフリーについての考察－聴覚障がい者への対応－ R1 R3

19 船舶機関におけるエンジンプラントデータの活用に関する調査研究 R1 R2

20 練習船行動の最適化に関する一提案 R1 R3

17 極海域を運航する船舶のための上級訓練に係る教育手法に関する研究 R1 R3

18  海技教育機構における安全文化の発展について ～レジリエンス・エンジニアリングの視点によるアプローチ～R1 R3

15 第二言語習得法を応用した「海事英語」習得に関する研究 R1 R2

16 明石海峡航路における海事英語の情報共有の教育・訓練に関する基礎的研究 R1 R3

13 海上における地上デジタル放送受信の改善に関する基礎研究 R1 R2

14 BRM訓練に用いるシナリオの評価に関する研究 R1 R2

11 練習船海技丸における機関運転データベース構築及び解析に関する研究 R1 R2

12 船舶推進動力システムの動特性分析に関する研究 R1 R3

9 練習船実習生を対象とした安全教育に関する研究 H30 R2

10 沿岸水域を航行する船舶の避航操船アルゴリズムの可視化に関する研究 R1 R2

H30 R3

7 旅客船火災の予防および初期消火に関する基礎的研究 H30 R3

8 水素を利用した燃料電池内の気液二相流に関する研究 H30 R2

5 海技丸を利用した内海閉水域における水質環境調査 H30 R2

6 退船における乗船者の脱出に関する基礎的研究 H30 R3

添付資料7

研究項目一覧

研究項目 開始年度 終了予定年度

1 船舶排ガスに含まれる粒子状物質の有害成分に関する研究 H30 R5

3 次世代燃料に対応した舶用機関技術に関する調査研究 H30 R3

4 初心者に対する効果的なERM訓練手法に関する研究 H30 R2

1 大型帆船の帆走性能に関する研究 H26 R2

2 船舶運航技能の実践力の育成と習得環境に関する研究

日本の女性船員の就労実態調査と改善策に関する研究 R1 R2

R2

4 知識収集システムと教育実習支援システムに関する研究 R1 R2

8 効果的な海事教育訓練に関する研究 R1 R3

12 警告信号『誰が為に鐘は鳴る』 R2 R2

7 衝突のおそれ・避航動作・適用航法決定過程の相違 R1

R2

R2

R2

R5

R2

13 内航タンカーにおける安全性向上の為の教育・訓練手法の開発に関する基礎研究 R2 R2

9 航海当直に必要なノンテクニカルスキルを高める教育手法の研究 R2 R3

10 生理指標を用いた操船シミュレータ教育訓練の操作基準の構築 R2 R4

11 インドネシアの漁船のレーダの装備状況と活用 R2 R3

14

15

ダイバーシチ方式による船舶におけるテレビ放送の受信状況の改善

「船員の常務」と「注意深い船長」の解釈の相違



査読付き学術論文　(１０件)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

研究成果発表一覧

報告先 題名

日本航海学会論文集 衝突のおそれ・避航動作・適用航法決定過程の相違

2020 IEEE ICCE-Taiwan
 9/28～30

On the Possibilities of Multi-lingual Application of Voice Tra for Maritime English
           Education in Marine Technical College

Journal of Modern
Education Review

Education and Training to the Mariner of the Maritime Autonomous
Surface Ships (MASS) Era

山縣記念財団機関誌
「海事交通研究」

警告信号「汽笛を吹鳴するのは誰か」ｰ現行法と船舶運航者との認識の相違ｰ

Journal of Traffic and
Transportation
Engineering 8 (2020) 47-
54

Effective Measure for Accident Prevention Onboard Sea
Vessels—Improvements on 4M4E Analysis

AACL　Bioflux
Composition of target species, bycatch, hook rate and fluctuation
 for longline tuna fishing in the Eastern Indian Ocean, Indonesia

World Journal of Social
Science Research

An Effective Training and Evaluation Method for Anchoring Training in Maritime
Education

Journal of Psychology
Research

The Influential Features of an Effective Model of Anchoring Training in Maritime
Education

Proceedings of the ASME
2020 39th International
Conference on Ocean,
Offshore and Arctic
Engineering OMAE2020
August 3-7, 2020, Virtual,
Online

A study of detecting for dragging anchor

中国地区英語教育学会
誌（発行：中国地区英語
教育学会）第51号

海事英語語彙表の開発―『IMO標準海事通信用語集』とSpoken BNC 2014の語彙
比較から―
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国際学会発表　（３件）

1

2

3

国内学会発表　(１０件)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

題名

練習船海技丸の機関運転データに基づいた経年変化に関する研究

発表学会等

 第90回（令和2年）マリンエンジニアリ
ング学術講演会　講演論文集　10/26
～28

Mental Workload of Simulator-based Training Using a Physiological
Index:
The Relationship between Trainers and Trainees

IEEE SMC 2020 10/11～14

題名

A study of detecting for dragging anchor

On the Possibilities of Multi-lingual Application of Voice Tra for
Maritime English Education in Marine Technical College

発表学会等

The American Society of Mechanical
Engineers OMAE 39th
International Conference on Ocean,
Offshore & Arctic Engineering　8/3～7

2020 IEEE ICCE-Taiwan 9/28～30

機関室シミュレータを用いた教育訓練の紹介ｰ訓練指針に基づく訓
練の有効性ｰ

第90回日本マリンエンジニアリング学
会学術講演会

新型コロナウイルス禍における乗船実習についてー練習船大成丸
の対応ー

日本航海学会学会誌第215号 2021/1

船上での地上デジタル放送の難視聴改善手法
電子情報通信学会2021年総合大会
（オンライン）3月11日

太陽電池及び燃料電池の船舶電源や電気推進システムへの導入
に関する研究

日本マリンエンジニアリング学会誌
第56巻、第2号

新たな海洋教育－with コロナ時代に向けて－ 日本創造学会 第42回研究大会

           練習船海技丸の機関運転データに基づいた経年変化に関する研究

船舶の運航における画像計測技術の活用

「船員の常務」と「注意深い船長」の解釈の相違
―「船員の常務」数値化の問題―

C重油及びA重油使用時の船舶から排出されるPMの実船観測

日本マリンエンジニアリング学会誌

海事法研究会誌

大気環境学会　第61回大気環境学会
年会

第90回日本マリンエンジニアリング学
会学術講演会



インターンシップ（練習船） 0名
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研修生の受入及び専門分野への委員派遣の実績

◎令和２年度研修生の受入実績 41名

◎令和２年度専門分野への委員派遣実績 119名

研修生の受入

運航実務研修 0名

教育実習生 0名

ODA研修、行政機関からの受入 41名

計 41名

専門分野への委員派遣

専門分野への委員派遣（国際会議等） 4名

計 119名

専門分野への委員派遣 115名



○ オープンキャンパスの流れ（一例）

・ 開校式、学校説明、校内練習船による体験航海

・ 学生寮での昼食

・ 学生寮、校内施設見学

・ 授業見学、実習体験（操船シミュレータ、ロープワーク、機関運転等）

・ 質疑応答、閉校式

1回

1回

3回

4回

計　９回
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人材確保に向けた広報活動

◎学校施設及び練習船を活用したイベント実績 20回

オープンスクール オープンキャンパス 学校説明会

唐津 1回 宮古 1回 口之津

館山 2回 小樽 3回 館山

計　１１回

◎就職氷河期世代支援の実績

宮古

口之津 3回 波方 1回 清水

「ミドル世代チャレンジ」としてHPにチラシを掲載し、30代～40代の入学生の募集を推進



・シップスクール：１回（参加者２３名）

・校内施設の見学及び体験：２回

・その他の活動※：５回

※　WEBうみ博等、一般市民を対象としたイベント

業界紙等へ54件以上の関連記事が掲載された。

・学校教育業務の変更に関するお知らせ　9件

・実習訓練の変更に関するお知らせ　14件

・新型コロナウイルス感染防止対策ガイドラインについてのお知らせ　9件　

・職員採用情報更新のお知らせ　2件

・その他　7件

・プレスリリース　27件
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海事広報活動の実績

◎海事広報活動の実績 ８回

◎プレスリリースの実績 ２８件

プレス日 件名 掲載誌

7月15日 JMETSが賛助会員を募集しています
ジャパンシッピングニュース
日本海事新聞、内航海運新聞、神奈川新聞

7月30日
清水校が清水港管理局から感謝状をい
ただきました

ジャパンシッピングニュース
日本海事新聞

8月24日 WEB会社説明会を実施しました
ジャパンシッピングニュース、日本海事新聞、
海事プレス

9月18日
ジャパンシッピングニュース
日本海事新聞、神戸新聞

練習船５隻が神戸に集結します

9月30日 第7回研究発表会を開催します
ジャパンシッピングニュース、内航海運新聞
海事プレス

11月17日
大成丸が小豆島で初のリモートシップス
クールを開催しました

ジャパンシッピングニュース
内航海運新聞

◎HP掲載ニュースの実績 ６８件

大成丸リモートシップスクール
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令和２年度 独立行政法人海技教育機構調達等合理化計画の取組実績及び取組に対する自己評価 

 

２．重点的に取り組む分野 

記載事項 取組実績 自己評価 

・入札参加要件の緩和 

履行能力を担保する上で要件を付する

必要がある場合を除いては、参加業者

等級を拡大し事業者の入札参加拡大を

図る。 

参加者の資格設定で、契約履行の確保に支

障がない限り、全等級者の参加が可能となる

よう弾力的な運用に努め、参入要件を見直し

た。（１１０件） 

 

評価：B 

計画通りの実績を上げていることから、自

己評価を B 評定とする。 

・合理的な契約方式の検討 

複数年一者応札が継続し改善が見込

まれない事案については、契約案件の

特性を踏まえ、随意契約によることがで

きないか等、合理的な契約方式を検討

する。 

一般競争入札を前提としつつも要因分析を行

うことで「特定事業者以外の実施が困難であ

ることが明らかであり、かつ、随意契約による

ことが合理的」と判断されたものについては、

契約審査委員会の審議を経て随意契約を実

施した。（２件） 

 

・契約情報提供の充実 

掲示板及びホームページ掲載による公

告に加え、新規事業者の調査及び声か

けに努める。 

掲示板及びホームページにおいて全ての競

争入札に係る公告を掲載するとともに、今後

予定されている船舶燃料油以外の本部の発

注案件についても「発注の見通し」としてホー

ムページに掲載し、契約情報提供の充実に努

めた（船舶燃料油については実施済み）。 

・新規事業者の情報を収集し、調達案

件の情報提供を行うことにより事業者

の新規参入を促しコストの縮減を図る。 

ホームページに掲載している船舶燃料油の入

札情報を見た業者が入札に新規参入し、競争

性が向上した。これにより約 1.1 千万円のコス

ト削減となった。（７件） 
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その他コストの縮減・調達業務の効率

化に係る取組 

・本部における全ての入札について、入札資

料の電子交付を実施した。（７６件） 

・本部内の印刷出力機器について、令和２年

度に使用実績に基づく台数の見直しを行い、

令和３年度以降プリンターを３台削減すること

とした結果、年間約 119 万円のコスト削減（リ

ース料、保守料、トナー代）の見込みとなっ

た。 

 

 

 

 

 

３．調達に関するガバナンスの徹底 

記載事項 取組実績 自己評価 

随意契約に関する内部統制の

確立 

・契約審査委員会 

 点検件数：27 件 

評価：B 

随意契約事案については、契約審査委員会へ報告、審議を実施した。 

不祥事発生の未然防止・再発

防止のための取組 

・会計内部監査 

 実施件数：0 件 

・研修等参加 

 官公需確保対策地方

推進協議会、政府出資

法人等向け官製談合

防止法研修 

評価：B 

会計内部監査は新型コロナ感染症拡大防止のため実施せず。 

コンプライアンスや基礎的な会計知識等の知識習得のため、調達業務を新た

に担当することとなった職員及び希望者が外部機関の主催する研修に参加

した。また、本部会計課内に「入札談合等関与行為防止法関係のポスター」

を掲示し、コンプライアンス意識の向上を図った。 

 



契 約 件 名 事業者名
予定価格（円）

（税込み）
契約金額（円）

（税込み）

1 貸切バス契約（単価契約） （株）余市自動車工業 1,589,940 1,571,284

2 学生寮耐震補強設計業務委託 （株）アイ・エス・エス 9,900,000 8,250,000

3 銀河丸第2A種及び第3種中間検査工事 （株）神田造船所 67,452,919 51,700,000

4 船主責任保険 日本船主責任相互保険組合 61,614,849 61,614,849

5 動産総合保険一式
あいおいニッセイ同和損害保険
（株）

9,510,350 8,496,320

6 賠償責任保険一式 損害保険ジャパン(株) 3,279,550 2,600,890

7 ヨット・モーターボート保険一式 三井住友海上火災保険(株) 1,811,080 1,811,080

8 学生寮耐震改修工事監理業務委託 （株）アイ・エス・エス 4,598,000 4,169,000

9 学生寮耐震改修工事 （株）岡崎工務店 81,059,000 81,015,000

10 練習船搭載用複合機保守業務（単価契約） コニカミノルタジャパン(株) 3,794,340 3,414,906

11 海王丸・降下式乗込装置点検整備 ㈱横浜通商 1,258,400 1,210,000

12 ＶＨＦ無線電話装置の更新業務（銀河丸） 日本無線㈱ 4,730,000 4,400,000

13 船員スキル定量化用生体データ計測機器等購入 （株）ナックイメージテクノロジー 14,960,000 14,960,000

14 内燃機関実習装置用冷却水配管改造工事
三井造船特機エンジニアリング
（株）

4,084,000 3,465,000

15 船員スキル定量化用生体データ計測機器等購入 （株）ナックイメージテクノロジー 14,960,000 14,938,000

16 大成丸第2B種中間検査工事 内海造船（株） 28,741,516 28,600,000

17 練習船｢海技丸｣発電機用ＡＣＢ取替工事 テラテック（株） 3,856,160 3,465,000

18 船員スキル解析補助機器購入 大日通信工業（株） 6,115,890 5,346,000

19 青雲丸第2B種中間検査工事 内海造船（株）修繕船営業部 37,381,604 33,000,000

20 本館耐震補強設計業務委託 （株）アイ・エス・エス 10,780,000 9,020,000

21 ウイルス対策ソフトライセンスの契約更新 (株)有隣堂 1,886,940 1,782,110

22 VHF無線電話装置の更新業務（青雲丸） 日本無線(株) 4,510,000 4,400,000

23 海技大学校へのガス供給業務 関西電力（株） 4,008,271 3,500,662

24 第一操船シミュレータ装置賃貸借 （株）日本海洋科学 62,545,920 60,720,000

25 海技教育機構ホームページ・CMS運用保守等委託業務 ビッグローブ（株） 14,652,000 14,520,000

26 自動車総合保険等一式
あいおいニッセイ同和損害保険
（株）

3,095,480 1,999,660

27 船員スキル定量化用視線計測機器等購入 （株）ナックイメージテクノロジー 8,170,800 7,762,700

28 生体情報計測装置の購入 バイオリサーチセンター（株） 2,918,685 2,918,685

29 練習船「海技丸」運航時における給食業務委託 (株)シェフスタッフ 3,684,230 3,659,970

30
各種消火器及び呼吸器用ボンベの充填業務（単価契
約）

（株）横浜通商 1,892,000 1,892,000

一者応札案件内訳
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船員教育機関 0名

海事関連行政機関等 22名

外部研修 61名

内部研修

ファーストステップ研修
セカンドステップ研修
管理識者研修
コンプライアンス研修
STCW条約第6章基本訓練
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 等

755名

給与実務研修会
企業会計研修
情報システム調達管理研修
コミュニケーション研修　　　　　 等

船員教育機関 0名

海運会社 6名 海運会社 7名

転入 転出

添付資料14

人事交流及び教職員の研修実績

◎人事交流実績 ６２名

海事関連行政機関等

◎教職員研修の実績

27名

計 28名 計 34名

816名


